
（ 契約者の個人情報の取扱い）

第 51 条

当社は、 保有する 契約者の個人情報については、 個人情報の保護に関する 法律（ 平成 15 年法律第 57 号）、 個人情

報の保護に関する 基本方針及び放送受信者等の個人情報の保護に関する 指針に基づく ほか、 当社の個人情報保護基

本方針に基づいて適正に取り 扱いま す。

（ 裁判管轄）

第 52 条

こ の約款に定める 事項に関する 訴訟については、 当社の本店所在地を 管轄する 裁判所を 第一審の専属的合意管轄裁

判所と し ま す。

附則

1. こ の約款は、 平成 30 年７ 月 1 日から 施行し ま す。

2. こ の約款は、 令和 7 年 3 月 1 日から 一部改定し ま す。

 ひかり d e ト ーク （ S） 契約約款

第１ 章　 総則
第１ 条　 約款の適用

株式会社 TOKAI ケーブルネッ ト ワ ーク（ 以下「 当社」 と いいま す。） は、国際電気通信連合憲章（ 平成７ 年条約第２ 号）、

国際電気通信連合条約（ 平成７ 年条約第３ 号）、 条約附属電気通信規則（ 平成２ 年６ 月郵政省告示第 408 号）、 国際

海事衛星機構（ イ ンマルサッ ト ） に関する 条約（ 昭和 54 年条約第５ 号）、電気通信事業法（ 昭和 59 年法律第 86 号。

以下「 事業法」 と いいま す。） に基づき 、 こ のひかり de ト ーク （ S） 契約約款（ 以下「 約款」 と いいま す。） を 定め、

こ れによ り ひかり de ト ーク  （ S） を提供し ま す。

（ 注）　 本条のほか、 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） に附帯する サービ ス （ 当社が別に定める も のに限り ま す。 以下「 附帯サー

ビ ス 」 と いいま す。） を 、 こ の 約款に基づいて提供し ま す。

第２ 条　 約款の変更等

当社は、 こ の約款を 変更ま たは廃止し て新たな約款を 制定する こ と があ り ま す。 こ の場合の提供条件は、 新たに制

定さ れた当社約款ま たは変更後の約款によ り ま す。

２ ． 当社約款の変更、 廃止およ び新たな当社約款の制定を 行っ た場合は、 当社が定めた日に効力を 生じ る も の と し

ま す。

３ ． 当社約款の変更、 廃止およ び新たな当社約款の制定を 行っ た場合は、 当社は、 影響を 受ける こ と になる 契約者

に対し 、 事前に内容を 通知し ま す。

第３ 条　 用語の定義

こ の約款においては、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用し ま す。

１ ． 電気通信設備

電気通信を行う ための機械、 器具、 線路その他の電気的設備

２ ． 電気通信サービ ス

電気通信設備を使用し て他人の通信を媒介する こ と 、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供する こ と

３ ． 音声通信

イ ンタ ーネッ ト プロ ト コ ルによ り 音声その他の音響を電気通信回線を 通じ て送り 、 又は受ける 通信

４ ． Ｉ Ｐ 電話網

主と し て音声通信の用に供する こ と を 目的と し て伝送交換を 行う ための電気通信回線設備（ 送信の場所と 受信

の場所と の間を 接続する 伝送路設備及びこ れと 一体と し て設置さ れる 交換設備並びにこ れら の付属設備を いい

ま す。 以下同じ と し ま す。）

５ ． ひかり de ト ーク （ S）

Ｉ Ｐ 電話網を 使用し て行う 電気通信サービ ス

６ ． ひかり de ト ーク （ S） 取扱所

ひかり de ト ーク （ S） に関する 業務を 行う 当社の事業所

７ ． 収容ひかり de ト ーク （ S） 取扱所

端末回線の収容さ れる 取扱所交換設備が設置さ れている 当社が別に定める ひかり de ト ーク （ S） 取扱所

８ ． 取扱所交換設備

端末回線を 収容する ために、 収容ひかり de ト ーク （ S） 取扱所に設置さ れる 交換設備（ その交換設備に接続さ
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れる 設備等を含みま す。）

９ ． 相互接続点

特定役務提供事業者と 当社以外の電気通信事業者（ 事業法第９ 条の登録を 受けた者を いいま す。 以下同じ と し

ま す。） と の間の相互接続協定（ 特定役務提供事業者が当社以外の電気通信事業者と の間で電気通信設備の接続

に関し 締結し た協定をいいま す。 以下同じ と し ま す。） に基づく 相互接続に係る 電気通信設備の接続点

10．協定事業者

特定役務提供事業者と 相互接続協定を 締結し ている 電気通信事業者

11．特定役務提供事業者

当社が別に定める 卸役務を 提供する 事業者

12． 特定事業者

当社が別に定める 協定事業者

13． 契約者回線等

別に定める 協定事業者の契約者回線又は特定役務提供事業者の電気通信回線

14． 端末回線

当社が、 ひかり de ト ーク （ S） 契約に基づいて、 収容ひかり de ト ーク （ S） 取扱所に設置する 取扱所交換設備

と ひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定する 場所と の間に設置する 電気通信回線

15． 端末設備

端末回線の終端に接続さ れる 電気通信設備であっ て 、 ある 特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と

同一の構内（ こ れに準ずる 区域内を 含みま す。） 又は同一の建物内である も の

16． 自営端末設備

電気通信事業者以外の者が設置する 端末設備

17． 自営電気通信設備

電気通信事業者以外の者が設置する 電気通信設備であって、 端末設備以外のも の

18． 技術基準等

端末設備等規則（ 昭和 60 年郵政省令第 31 号） 及び端末回線端末等の接続の技術的条件

19． ひかり de ト ーク （ S） 契約

当社から ひかり de ト ーク （ S） の提供を 受ける ための契約

20． ひかり de ト ーク （ S） 契約者

当社と ひかり de ト ーク （ S） 契約を締結し ている 者

21． 機能コ ード

ひかり de ト ーク（ S）の基本機能の種類を選択する ため、利用に先立っ てダイ ヤルする 必要のある 数字で、当社が、

基本機能を利用でき る ひかり de ト ーク （ S） 契約に係る 音声通信番号ご と に指定する も の

22． 音声通信番号

電気通信番号規則第９ 条第１ 項第１ 号に定める 電気通信役務の種類又は内容を 識別する ために当社が付与する

電気通信番号 (0ABJ 番号 )

23． サービ ス 番号

付加機能を 利用する ため、 利用に先立っ てダイ ヤルする 必要のあ る 数字で、 サービ ス コ ード 及び会員コ ード 、

並びに付加機能の種類によ って暗証コ ード によ り 構成さ れる も の

24． サービ ス コ ード

付加機能の種類を 選択する ため、 利用に先立っ てダイ ヤルする 必要のある 数字で 、 当社が、 付加機能を 利用す

る ひかり de ト ーク （ S） の音声通信番号ごと に指定する も の

25． 会員コ ード

当社が、 付加機能を 利用し た通信の着信先又は通信料金の課金先を 識別する ため、 付加機能を 利用する ひかり

de ト ーク （ S） の音声通信番号ご と に指定する 数 字で、 利用に先立っ てサービ ス コ ード に引き 続き ダイ ヤルす

る 必要のある も の

26． 暗証コ ード

付加機能の種類によ って、付加機能の使用の範囲を限定する ため、当社にあら かじ め登録する 必要のある 数字で、

利用に先立っ て利用者番号又は会員コ ード に引き 続き ダイ ヤルする 必要のある も の

27． 第１ 種移動体電話設備

協定事業者が設置する 電気通信設備であ っ て、 電気通信番号規則第９ 条第１ 項第３ 号に規定する 電気通信番号

によ り 識別さ れる も の

28． 第２ 種移動体電話設備
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協定事業者が設置する 電気通信設備であっ て 、 電気通信番号規則第９ 条第１ 項第４ 号に規定する 電気通信番号

によ り 識別さ れる も の

29． 移動体電話設備

第１ 種移動体電話設備又は第２ 種移動体電話設備

30． 消費税相当額

消費税法（ 昭和 63 年法律第 108 号） 及び同法に関する 法令の規定に基づき 課税さ れる 消費税の額並びに地方

税法（ 昭和 25 年法律第 226 号） 及び同法に関する 法令の規定に基づき 課税さ れる 地方消費税の額

第４ 条　 音声通信以外の通信の取扱い

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） を 利用し て行う 音声通信以外の通信は、 こ れを 音声通信と みなし て取り 扱いま す。

第２ 章　 IP 電話サービス の提供範囲
第５ 条　 ひかり de ト ーク （ S） の基本機能

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） について、 料金表によ り 基本機能を 提供し ま す。

第６ 条　 ひかり de ト ーク （ S） の提供区間

当社が提供する ひかり de ト ーク （ S） の提供区間は、 別記１ に定める と おり と し ま す。

第 7 条　 外国における 取扱制限

外国における ひかり de ト ーク （ S） の取扱いについては、 外国の法令、 外国の電気通信事業者が定める 契約約款等

によ り 制限さ れる こ と があり ま す。

 

第３ 章　 契約
第 1 節 ひかり de ト ーク （ S） 契約

第８ 条　 契約の単位

当社は、 １ の端末回線ごと に最大 3 ま でひかり de ト ーク （ S） 契約を締結し ま す。 こ の場合、 ひかり de ト ーク （ S）

契約者は、 １ のひかり de ト ーク （ S） 契約に つき １ 人に限り ま す。

第８ 条の２ 　 端末回線の終端

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定し た場所内の建物又は工作物において、 堅固に施設でき る 地点に保安

器又は配線盤等を設置し 、 こ れを端末回線の終端と し ま す。

２ ． 当社は、 前項の地点を定める と き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者と 協議し ま す。

第８ 条の３ 　 端末設備の設置

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定し た場所内の建物又は工作物において、 堅固に施設でき る 地点に端末

設備を設置し ま す。

２ ． 当社は、 前項の地点を定める と き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者と 協議し ま す。

第８ 条の４ 　 ひかり de ト ーク （ S） 契約申込の方法

ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込みを する と き は、 当社所定の契約申込書を ひかり de ト ーク （ S） 取扱所に提出し

ていただき ま す。

（ 注） 本条の場合において、 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込者に、 本人である こ と を 証明する 書類を 提示

し ていただく こ と があり ま す。

第８ 条の５ 　 ひかり de ト ーク （ S） 契約申込の審査

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込みがあっ たと き は、 受け付けた順序に従っ て審査し ま す。

２ ． 当社は、 次の場合には、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約の申込みを承諾し ないこ と があり ま す。

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込みを承諾する こ と が、 技術上著し く 困難なと き 。

（ 2） 申込者が、 ひかり de ト ーク （ S） に係る 料金その他の費用の支払いを怠り 、 又は怠る おそれがある と き 。

（ 3） 第４ １ 条（ 利用に係る ひかり de ト ーク （ S） 契約者の義務） の規定に違反する おそれがある と き 。

（ 4） 申込者が、 その申込みにあ たり 記入漏れま たは虚偽の内容を 記載し た契約申込書を 提出し たと き（ 本人であ

る こ と を 証明する 書類の不提時ま たは虚偽内容の書類の提示の場合も 含みま す）。

（ 5） ひかり de ト ーク （ S） に関する 当社の業務の遂行上著し い支障がある と き 。

（ 6） その他、 当社がひかり de ト ーク （ S） 契約の締結において適当でないと 判断し たと き 。

第８ 条の６ 　 音声通信番号の付与

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者に、 その端末回線について、 音声通信番号を 料金表第１ 表第１ （ 月額料金）

に定める と こ ろによ り 付与し ま す。

２ ． 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） に関する 技術上又は業務の遂行上やむを 得ない理由がある と き は、 音声 通信番

号を 変更する こ と があり ま す。

３ ．当社は、前項の規定によ り 音声通信番号を変更し よ う と する と き は、当社は、そのこ と をあら かじ めひかり de ト ー

20



ク （ S） 契約者にお知ら せし ま す。

第８ 条の７ 　 音声通信番号の変更

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 迷惑通信又は間違い通信を 防止する ために、 音声通信番号の変更の請求を 行う こ

と ができ ま す。

２ ． 当社は、 前項の請求があっ たと き は、 ひかり de ト ーク （ S） に関する 技術上又は業務の遂行上やむを 得ない理

由がある と き を 除き 、 その請求を承諾し ま す。

第８ 条の８ 　 端末回線の移転

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 端末回線の移転の請求を する こ と ができ ま す。

２ ． 当社は、 前項の請求があっ たと き は、 第８ 条の５ （ ひかり de ト ーク （ S） 契約申込の審査） の規定に準じ て取

り 扱いま す。

第８ 条の９ 　 変更等の通知

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、ひかり de ト ーク （ S）

取扱所に通知し ていただき ま す。

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者の住所の変更

（ 2） 通信料金等請求書の送付先の変更

（ 注） 当社は、 本条の通知があっ たと き は、 その通知のあっ た事項を 証明する 書類を 提示し ていただく こ と があ り

ま す。

第９ 条　 ひかり de ト ーク （ S） の利用の一時中断

当社は、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者から 請求があったと き は、 ひかり de ト ーク （ S) の利用の一時中断（ そのひか

り de ト ーク （ S) 契約に係る 電気通信設備を 他に転用する こ と なく 一時的に利用でき なく する こ と を いいま す。 以

下同じ と し ま す。） を行いま す。

第９ 条の２ 　 ひかり de ト ーク （ S) に係る 利用限度額

当社は、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者が次のいずれかに該当する 場合は、 利用限度額（ 当該ひかり de ト ーク （ S) 契

約者が当社に支払う べき その契約に係る  ひかり de ト ーク （ S） の料金等の累積額（ 既に当社に支払われた金額を 除

き ま す。） に係る 限度額をいいま す。 以下同じ と し ま す。） を 設定する こ と があり ま す。

（ 1） 過去の利用実績に照ら し 、 著し く 利用が増加し 又は増加する こ と が予想さ れる 者

（ 2） ひかり de ト ーク （ S) の料金等の支払いを現に怠り 、 又は怠る おそれがある 者

（ 3） その他、 当社がひかり de ト ーク （ S） に係る 利用限度額を 設定する こ と が適当である と 判断し た者

2． 前項の規定に基づいて利用限度額を設定し た場合、 当社は、 ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約者にその利用限度額を

通知し ま す。

3． 利用限度額は、 当社が別に定める 額と し ま す。

4． 当社は、 ひかり de ト ーク （ S) の料金等の累計額が利用限度額を 超えたと き は、 そのひかり de ト ーク （ S) 契約

に係る ひかり de ト ーク （ S) の提供を 行わないこ と があ り ま す。 こ の場合、 当社は、 あ ら かじ めそのこ と を ひかり

ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約者に通知し ま す。

５ ．第２ 項又は第４ 項に定める 通知を行う 場合、当社は、ひかり de ト ーク（ S) 契約者の住所等への郵送等の通知をも っ

て、 その通知を 行っ たも のと みなし ま す。

６ ． ひかり de ト ーク （ S) 契約者は、 第１ 項によ り 利用限度額を 設定さ れた場合であ っ ても 、 利用限度額を 超える

部分の料金等について、 第２ ７ 条（ 月額料金の支払義務） から 第２ ９ 条（ 工事費の支払義務） に定める 規定を 遵守

する も のと し ま す。

７ ． 第１ 項に定める 事由に該当する 場合であ っ て、 当社が必要と 認めたと き はひかり de ト ーク （ S) 契約者本人で

ある こ と を証明する 書類を 提示し ていただき ま す。

（ 注） 第３ 項に規定する 当社が別に定める 額は、 10 万円と し ま す。

第９ 条の３ 　 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が行う 契約の解除

ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約者が、 ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約を 解除し よ う と する と き は、 そのこ と を あ ら かじ

めひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 取扱所に書面によ り 通知し ていただき ま す。

（ 注） 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 通知がないと き であ っ ても 、 第 43 条（ 協定事業者等から の通知）

の通知によ り 、 通知があっ たも のと みなすこ と があり ま す。

第９ 条の４ 　 当社が行う ひかり de ト ーク （ S) 契約の解除

当社は、 次のいずれかの場合には、 そのひかり de ト ーク （ S) 契約を解除する こ と があり ま す。

（ 1） こ の約款に定める 料金その他の債務について、 支払期日を経過し 、 催告を受けても なお支払わないと き 。
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（ 2） 第 1 ８ 条（ 利用停止） の規定によ り ひかり de ト ーク（ S) の利用を停止さ れたひかり de ト ーク （ S) 契約者が、

なおその事実を解消し ないと き 。

（ 3） 連続する 12 料金月の各料金月のいずれにおいても 、 こ の約款に定める 料金その他の費用の負担がないと き 。

（ 4） 当社が、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者について、 破産、 特別清算、 民事再生又は会社更生法の適用の申立て

その他こ れに類する 事由が生じ たこ と を知ったと き 。

２ ． 前項第３ 号の場合において、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者に特別の事情のある と き は、 さ ら に連続する 12 料金

月を延長し て取り 扱いま す。

３ ．当社は、前二項の規定によ り 、そのひかり de ト ーク（ S) 契約を解除し よ う と する と き は、あら かじ めひかり de ト ー

ク （ S) 契約者にそのこ と を 通知し ま す。

第９ 条の５ 　 その他の提供条件

ひかり de ト ーク （ S） 契約に関する その他の提供条件については、 別記２ 及び別記３ に定める と こ ろ によ り ま す。

第４ 章　 付加機能
第１ ０ 条　 付加機能の提供

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があ っ たと き は、 そのひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約について料金表

によ り 付加機能を提供し ま す。

第１ １ 条　 付加機能の廃止

当社は、 次のいずれかの場合には、 付加機能を 廃止し ま す。

（ 1） その付加機能の提供を 受けている ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 廃止の申出があったと き 。

（ 2） その付加機能の利用を 継続する にあたり 、 料金表に規定する 提供条件を 満たさ なく なっ たと き 。

第１ ２ 条　 付加機能の利用の一時中断

当社は、 付加機能を 利用し ている ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があ っ たと き は、 その付加機能の利用の一

時中断（ その付加機能に係る 設備等を 他に転用する こ と なく 一時的に利用でき なく する こ と を いいま す。 以下同じ

と し ま す。） を行いま す。

第５ 章　 端末設備の提供等
第 1 節　 端末設備の提供等

第１ ３ 条　 端末設備の提供

当社は、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者から 請求があっ たと き は、 当社が提供する 端末設備の移転を 行いま す。

第 1 ４ 条　 端末設備の移転

当社は、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者から 請求があっ たと き は、 当社が提供する 端末設備の移転を 行いま す。

第 1 ５ 条　 端末設備の接続変更

当社は、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者から 請求があ っ たと き は、 当社が提供する 端末設備について、 その契約者に

係る 他の端末回線への接続の変更（ 以下「 接 続変更」 と いいま す。） を 行いま す。

２ ． 前項の接続変更については、 第 1 ３ 条（ 端末設備の提供） の規定に準じ て取り 扱いま す。

第 1 ６ 条　 端末設備の利用の一時中断

当社は、 ひかり de ト ーク （ S) 契約者から 請求があったと き は、 当社が提供する 端末設備の利用の一時中断（ その端末

設備を他に転用する こ と なく 一時的に利用でき ないよ う にする こ と をいいま す。 以下同じ と し ま す。） を行いま す。

第 2 節　 回線相互接続

第 1 ６ 条の２ （ 当社又は他社の電気通信回線の接続）

ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約者は、 その端末回線の終端において又は終端に接続さ れている 電気通信設備を 介し て、

端末回線相互と 当社が提供する 電気通信サービ ス に係る 電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する 電

気通信回線（ 以下「 他社回線」 と いいま す。） と の接続の請求を する こ と ができ ま す。 こ の場合、 その接続に係る 電

気通信回線の名称、 その接続を 行う 場所、 その接続を 行う ために使用する 電気通信設備の名称その他その接続の請

求の内容を 特定する ための事項について記載し た当社所定の書面を ひかり ｄ ｅ ト ーク（ Ｓ ） 取扱所に提出し ていた

だき ま す。

２ ． 当社は、 前項の請求があっ たと き は、 次の場合を 除いて、 その請求を 承諾し ま す。 こ の場合において、 当社は、

相互に接続し た電気通信回線によ り 行う 通話等について、 その品質を 保証し ま せん。

（ 1） その接続に関し 、 その接続する 電気通信サービ ス に係る 電気通信回線について規定する 契約約款の規定によ

り 制限さ れている と き 。

（ 2） その接続に関し 、 その電気通信事業者の承諾が得ら れないと き 。
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（ 3） その接続によ り 本邦を 経由し て外国相互間で行われる 他人の通話等を 本邦内の端末設備等において、 業と し

て内容を 変更する こ と なく 媒介する こ と と なる と き 。

３ ． ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約者は、 その接続について、 第１ 項の規定によ り ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 取扱所に

提出し た書面に記載し た事項について変更し よ う と  する と き は、 当社所定の書面によ り その変更の請求を し ていた

だき ま す。 こ の場合、 当社は、 前項の規定に準じ て取り 扱いま す。

４ ． ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契約者は、 その接続を 終了し よ う と する と き は、 そのこ と を あ ら かじ め書面によ り ひ

かり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 取扱所に通知し ていただき ま す。

第６ 章　 利用中止等
第１ ７ 条　 利用中止

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が次のいずれかに該当する 場合は、 ６ か月以内で当社が定める 期間、 そのひ

かり de ト ーク （ S） の利用を 停止する こ と  があり ま す。

（ 1） 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを 得ないと き 。

（ 2） 端末回線から 、 多数の不完了呼（ 相手先の応答前に発信を 取り 止める こ と を いいま す。 以下同じ と し ま す。

を発生さ せたこ と によ り 、 現に通信がふく  そう し 、 又はふく そう する おそれがある と 当社が認めたと き 。

（ 3） 第 22 条（ 通信利用の制限） の規定によ り 、 音声通信の利用を中止する と き 。

（ 4） 当社がひかり de ト ーク （ S） 提供を行う にあたり 指定し たイ ンタ ーネッ ト サービス 回線が利用中止と なったき

２ ． 当社は、前項の規定によ り ひかり de ト ーク （ S） について、その基本機能又は付加機能の利用を 中止する と き は、

あ ら かじ めそのこ と を ひかり de ト ーク （ S） 契約者にお知ら せし ま す。 ただし 、 緊急やむを 得ない場合は、 こ の限

り であり ま せん。

第１ ８ 条　 利用停止

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が次のいずれかに該当する 場合は、 ６ か月以内で当社が定める 期間、 そのひ

かり de ト ーク （ S） の利用を 停止する こ と  があり ま す。

（ 1） 第 4 １ 条（ 利用に係る ひかり de ト ーク （ S） 契約者の義務） の規定に違反し たと き 。

（ 2） 当社の承諾を 得ずに、 端末回線に自営端末設備、 自営電気通信設備又は当社以外の電気通信事業者が設置す

る 電気通信回線を接続し たと き 。

（ 3） 第２ ２ 条（ 通信利用の制限） に規定する 態様で国際通信を 行ったと き 。

（ 4） 当社がひかり de ト ーク （ S） の提供にあたり 指定し たイ ンタ ーネッ ト サービ ス 回線が利用停止と なっ たと き 。

（ 5） 第９ 条の２ （ ひかり de ト ーク （ S) に係る 利用限度額） に基づき 、 当社がひかり de ト ーク （ S） 契約者本人で

ある こ と を確認でき ないと き 。

（ 6） ひかり de ト ーク （ S） 契約者が、 ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の地位の

承継の届出又は氏名等の変更の届出の際に、 その者の氏名若し く は商号又は住所若し く は居所に関し 事実に

反する 申出を行い、 又は、 ひかり de ト ーク （ S） に関する 当社の業務の遂行上著し い支障がある と き 。

２ ． 当社は、 こ の約款に定める 料金その他の債務について、 支払期日を 経過し ても なお支払わないと き は、 第９ 条

の４ （ 当社が行う ひかり de ト ーク （ S） 契約の解除） 第１ 項第１ 号の催告にかえて、 その料金その他の債務が支払

われる ま での間、 そのひかり de ト ーク  （ S） の利用を停止する こ と があり ま す。

３ ． 当社は、前二項の規定によ り そのひかり de ト ーク （ S） の利用停止をし よ う と する と き は、あら かじ めその理由、

利用停止を する 日及び期間を ひかり de ト ーク （ S） 契約者に通知し ま す。 ただし 、 必要やむを 得ない場合は、 こ の

限り であり ま せん。

第１ ９ 条　 接続休止

当社は、 特定役務提供事業者と の契約の解除又は特定役務提供事業者の電気通信事業の休止によ り 、 ひかり de ト ー

ク （ S） 契約者が当社のひかり de ト ーク （ S） について、 その基本機能又は付加機能を全く 利用でき なく なっ たと き

は、 そのひかり de ト ーク （ S） の基本機能又は付加機能について接続休止（ そのひかり de ト ーク （ S） の基本機能

又は付加機能に係る 電気通信設備を 他に転用する こ と を 条件と し てそのひかり de ト ーク （ S） の基本機能又は付加

機能を一時的に利用でき ないよ う にする こ と を いいま す。 以下同じ と し ま す。） と し ま す。

２ ． 当社は、 前項の規定によ り 接続休止し よ う と する と き は、 あら かじ め、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約者に接

続を 休止する 旨を通知し ま す。

３ ． 第１ 項の接続休止の期間は、 その接続休止を し た日から 起算し て１ 年間と し、 その接続休止の期間を 経過し た

日において、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約は解除又はその基本機能若し く は付加機能は廃止さ れたも のと し て取

り 扱いま す。 こ の場合は、 当社は、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約者に当該内容を通知し ま す。
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第２ ０ 条　 音声通信の種類

音声通信の種類は、 料金表第１ 表第２ （ 通信料金） に定める と こ ろ によ り ま す。

第２ １ 条　 音声通信の品質

音声通信の品質については、 そのひかり de ト ーク （ S） の利用形態等によ り 変動する 場合があり ま す。

第２ ２ 条　 通信利用の制限

当社は、 音声通信が著し く ふく そう し 、 音声通信の全部を 接続する こ と ができ なく なっ たと き は、 次の措置を 執る

こ と があり ま す。

（ 1） 天災、 事変その他の非常事態が発生し 、 又は発生する おそれがあ る 場合の災害の予防若し く は救援、 交通、

通信若し く は電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を 内容と する 音声通信及び公共の利益の

ため緊急を 要する 事項を 内容と する 音声通信を 優先的に取り 扱う ため、 端末回線に係る 音声通信について、

次に掲げる 機関に設置さ れている 端末回線（ 当社がそれら の機関と の協議によ り 定めたも のに限り ま す。） 以

外のも のによ る 音声通信の利用を 中止する 措置（ 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声

通信を 中止する 措置を含みま す。）

機 関 名

・ 気象機関

・ 水防機関

・ 消防機関

・ 災害救助機関

・ 警察機関（ 海上保安機関を含みま す。 以下同じ と し ま す。）

・ 防衛機関

・ 輸送の確保に直接関係がある 機関

・ 通信の確保に直接関係がある 機関

・ 電力の供給の確保に直接関係がある 機関

・ ガス の供給の確保に直接関係がある 機関

・ 水道の供給の確保に直接関係がある 機関

・ 選挙管理機関

・ 別記 18 に規定する 基準に該当する 新聞社、 放送事業者及び通信社の機関

・ 預貯金業務を 行う 金融機関

・ 国又は地方公共団体の機関

（ 2） 特定の相互接続点及び特定の地域の契約者回線等への音声通信を中止する 措置

２ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 次のいずれかに掲げる 態様で、 国際通信を行ってはなり ま せん。

（ 1） 本邦を 経由し て外国相互間で行われる 他人の国際通信を 本邦内の端末設備（ 端末回線の終端に接続さ れる 電

気通信設備であっ て、 あ る 特定の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内（ こ れに準ずる 区

域内を 含みま す。） 又は同一の建物内である も のを いいま す。） 等において、 業と し て内容を 変更する こ と な

く 媒介する こ と 。

（ 2） 当社の電気通信回線設備の品質と 効率を 著し く 低下さ せる 次のいずれかに掲げる 方式のコ ールバッ ク サービ

ス （ 本邦から 発信する 国際通信を 外国から 発信する 形態に振り 替える こ と によ っ て国際通信を 可能と する 形

態の電気通信サービ ス を いいま す。 以下同じ と し ま す。） を 利用し 又は他人に利用さ せる こ と 。

３ ． 方式の別概要

（ 1） ポーリ ン グ方式

外国側から 本邦宛に継続し て国際通信の請求が行われ、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者がコ ールバッ ク サービ

ス の利用を行う 場合にのみ、 それに応答する こ と で提供がなさ れる コ ールバッ ク サービ ス の方式

（ 2） アンサーサプレ ッ ショ ン 方式

その提供に際し 、 当社が国際通信に係る ひかり de ト ーク （ S） の通信時間の測定を 行う ために用いる 応答信

号が不正に抑圧さ れる こ と と なる コ ールバッ ク サービ ス の方式

第２ ３ 条　 電気通信番号の利用に係る 制約

当社は、 別に定める 電気通信番号を利用し て行う 音声通信については提供し ないも のと し ま す。

（ 注）　 別に定める 電気通信番号は、 次のと おり と し ま す。

ア． 事業者識別番号（ 電気通信番号規則第５ 条に規定する も のを いいま す。） に係る 電気通信番号（ 当社が別に定

める も のを除き ま す。）

イ ． その他当社が別に定める 電気通信番号

第２ ４ 条　 発信電気通信番号通知

端末回線から の音声通信（ 料金表に規定する 国内通信に限る も のと し 、別に定める 方法によ り 行う 通信を除き  ま す。）
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については、 その音声通信番号を 着信先の契約者回線等、 端末回線又は別に定める 電気通信事業者の IP 電話サービ

ス に係る 電気通信回線へ通知し ま す。

ただし 、 次の通信については、 こ の限り であり ま せん。

（ 1） 通信の発信に先立ち、「 １ ８ ４ 」 をダイ ヤルし て行う 通信

（ 2） 料金表に定める 発信電気通信番号非通知機能の提供を 受けている 通信（ 当社が別に定める 方法によ り 行う 通

信を 除き ま す。）

（ 3） その他当社が別に定める 通信

２ ． 当社は、 音声通信番号を 着信先の契約者回線等、 端末回線又は別に定める 電気通信事業者の IP 電話サービ ス に

係る 電気通信回線へ通知する こ と に伴い発生する 損害については、 第３ ７ 条（ 責任の制限） 及び第３ ８ 条（ 免責）

の規定によ り 対応し ま す。

（ 注１ ） 本条第１ 項第２ 号に規定する 当社が別に定める 方法によ り 行う 通信は、 通信の発信に先立ち、「 １ ８ ６ 」 を

ダイ ヤルし て行う 通信と し ま す。

（ 注２ ）　 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） においては、 特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービ ス  に係る 電話

番号等を 利用し て行う 通話等（ 第１ 項第１ 号に定める 通話等を 除き ま す。） について、 音声電気通信番号のほか、 当

該ひかり de ト ーク （ S） 契約者の氏名及び住所を 通知する こ と があり ま す。

第２ ５ 条　 通信時間の測定等

通信時間の測定等については、 料金表第１ 表第２ （ 通信料金） に定める と こ ろによ り ま す。

第７ 章　 料金等
第１ 節　 料金及び工事に関する 費用

第２ ６ 条　 料金及び工事に関する 費用

当社が提供する ひかり de ト ーク（ S） に係る 料金は、料金表第１ 表（ 料金） に規定する 月額料金及び通信料金と し ま す。

２ ． 当社が提供する ひかり de ト ーク （ S） に係る 工事に関する 費用は、 料金表第２ 表（ 工事に関する 費用） に規定

する 工事費と し ま す。

第２ 節　 料金の支払義務

第２ ７ 条　 月額料金の支払義務

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 そのひかり de ト ーク （ S） の端末設備、 基本機能若し く は付加機能（ 同サービ ス

に係る 基本機能及び付加機能に限り ま す。） の提供を 開始後の当社が別に定める 日を 含む暦月の翌月から 起算し て、

その契約の解除又は端末設備、 基本機能若し く は付加機能の廃止について当社が承 諾し た日の属する 暦月の末日ま

での期間について、 月額料金の支払いを 要し ま す。

２ ． 前項の期間において、 利用の一時中断等によ り ひかり de ト ーク （ S） の端末設備、 基本機能若し く は付加機能

を 利用する こ と ができ ない状態が生じ たと き の月額料金の支払いは、 次によ り ま す。

（ 1） 利用の一時中断をし たと き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その期間中の月額料金の支払いを  要し ま す。

（ 2） 利用停止があったと き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その期間中の月額料金の支払いを 要し ま す。

（ 3） 前二号の規定によ る ほか、ひかり de ト ーク（ S） 契約者は、次のいずれかに該当する 場合を 除き 、ひかり de ト ー

ク （ S） の端末設備、 基本機能又は付加機能 を 利用でき なかっ た期間中の月額料金の支払いを要し ま す。

区別 1

ひかり de ト ーク （ S） 契約者の責めによ ら ない理由によ り 、 そのひかり de ト ーク （ S） の端末設備、 基本機能又は

付加機能を 全く 利用でき ない状態（ 当該 サービ ス 又は機能に係る 電気通信設備等に著し い支障が生じ 、 全く 利用で

き ない状態と 同程度の状態と なる 場合を 含みま す。 以下こ の表において同じ と し ま す。） が生じ た場合（ 第 2 号又は

第 3 号に該当する 場合を除き ま す。） にそのこ と を当社が知った時刻から 起算し て 、 次表に規定する 時間以上その状

態が連続し たと き 。 ただし 、利用でき ない状態がひかり de ト ーク（ S） 契約者の都合によ り 連続する 場合を除き ま す。

支払いを 要し ない料金

そのこ と を 当社が知っ た時刻以後の利用でき なかっ た時間（ 下記の時間欄に規定する 時間の倍数であ る 部分に限り

ま す。） について、 24 時間ご と に日数を 計算し 、 その日数に対応する そのひかり de ト ーク （ S） の端末設備、 基本

機能又は付加機能についての月額料金

区分 2

ひかり de ト ーク （ S）

時間

72 時間

区別 3

当社の故意又は重大な過失によ り 、 そのひかり de ト ーク （ S） の端末設備、 基本機能又は付加機能を 全く 利用でき
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ない状態が生じ たと き 。

支払いを要し ない料金

そのこ と を 当社が知っ た時刻以後の利用でき なかった時間について 、 その時間に対応する そのひかり de ト ーク （ S）

の端末設備、 基本機能又は付加機能についての月額料金

区別 4

ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） の端末設備、 基本機能又は付加機能の接続休止をし たと き

支払いを要し ない料金

ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） の端末設備、 基本機能又は付加機能の接続休止を し た日から 起算し、 再び利用でき る 状態

と し た日の前日ま での日数に対応する そのひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） の基本機能又は付加機能についての月額料金

区別 5

端末回線の移転に伴っ て、 ひかり de ト ーク （ S） の端末設備、 基本機能又は付加機能を 利用でき なく なっ た期間が

生じ たと き（ ひかり de ト ーク（ S） 契 約者の都合によ り ひかり de ト ーク（ S） の基本機能又は付加機能を利用し なかっ

た場合であって、 その設備等を保留し たと き を除き ま す。）

支払いを要し ない料金

利用でき なく なった日から 起算し 、 再び利用でき る 状態と し た日の前日ま での日数に対応する そのひかり de ト ーク

（ S） の端末設備、 基本機能又は付加機能についての月額料金

３ ． 本条第 2 項第３ 号の適用にあたり 、料金表第１ 表第１ （ 月額料金） に定める ユニバーサルサービ ス 料については、

支払いを要し ない料金の対象と し ま せん。

４ ． 当社は、支払いを要し ないこ と と さ れた月額料金が既に支払われている と き は、その料金をひかり de ト ーク （ S）

契約者に返還し ま す。

第２ ８ 条　 通信料金の支払義務

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 音声通信について、 第２ ５ 条（ 通信時間の測定等） 及び料金表に定める 規定に基

づいて算定し た通信料金の支払いを要し ま す。

２ ． ひかり de ト ーク（ S） 契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等によ り 正し く 算定する こ と が でき なかっ

た場合は、料金表第１ 表第２（ 通信料金）に定める 方法によ り 算定し た料金額の支払いを 要し ま す。こ の場合において、

特別の事情がある と き は、 当社はひかり de ト ーク （ S） 契約者と 協議し 、 その事情を 参酌する も のと し ま す。

３ ． 次の通信については、 第１ 項の規定にかかわら ず、 その料金の支払いを 要し ま せん。

（ 1） 特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービ ス に係る 電気通信回線（ 110 番、 118 番又は 119 番） への

通信

（ 2） 電気通信サービ ス に関する 問い合わせ、 申込み等当社の業務のために、 それぞれの業務を 行う ひかり de ト ー

ク （ S） 取扱所等と の通信であっ て、 当社の指定 し たも のへの通信

第２ ９ 条　 工事費の支払義務

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込み又は工事を 要する 請求を し、 その承諾を 受け

たと き は、 料金表第２ 表（ 工事に関する 費用） に規定する 工事費を 支払っ ていただき ま す。 ただし 、 工事の着手前

にそのひかり de ト ーク （ S） 契約の解除又はその工事の請求の取消し （ 以下こ の節において「 解除等」 と いいま す。）

があ っ た場合は、 こ の限り であ り ま せん。 こ の場合、 既にその工事費が支払われている と き は、 当社は、 その工事

費を 返還し ま す。

２ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 工事の着手後完了前に解除等があ っ た場合は、 解除等があ っ たと き ま でに着

手し た工事の部分について別に算定し た額の費用を 負担し ていただき ま す。 こ の場合において、 負担を 要する 費用

の額は、 別に算定し た費用の額に消費税相当額を 加算し た額と し ま す。

第３ 節　 料金の計算方法及び支払い等

第３ ０ 条　 料金の計算方法及び支払い等

料金の計算方法及び支払い等は、 料金表通則に定める と こ ろ によ り ま す。

第４ 節　 割増金及び延滞利息

第３ １ 条　 違約金

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 料金又は工事に関する 費用の支払いを 不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、

その免れた額（ 消費税相当額を加算し ない 額と し ま す。） の２ 倍に相当する 額に消費税相当額を加算し た額を 違約金

と し て、 当社が別に定める 方法によ り 支払っていただき ま す。

第３ ２ 条　 延滞利息

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 料金その他の債務（ 延滞利息を 除き ま す。） について支払期日を 経過し ても なお支

払いがない場合には、 支払期日の翌日から 支払いの日の前日ま での日数について、 年 14.5% の割合で計算し て得た

額を 延滞利息と し て、 当社が別に定める 方法によ り 支払っていただき ま す。 ただし 、 支払期日の翌日から 10 日以内
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に支払いがあったと き は、 こ の限り であり ま せん。

第３ ３ 条　 協定事業者の電報サービ ス に係る 料金

ひかり de ト ーク （ Ｓ ） 契約者（ 別に定める 発信人又は差出人である 者に限り ま す） は、 次の電報サービ ス 等の料金

について、 当社が特役務提供事業者から の請求 を 受け、 ひかり de ト ーク （ Ｓ ） の料金に合算し て請求する こ と を

承認し ていただき ま す。

（ 1） 別に定める 協定事業者の電報サービ ス 契約約款に規定する 電報サービ ス の料金

（ 2） Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケ ーショ ン ズ株式会社の信書便約款に規定する Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケ ーショ ン ズ信書便の料金（ Ｐ Ｓ

コ ミ ュ ニケ ーショ ン ズ株式会社が当該サービ ス の差出人によ る 特定役務提供事業者への支払委託を 承諾し た

場合に限り ま す。）

（ 3） 日本郵便株式会社の電子郵便約款に規定する 電話利用型電子郵便物の料金及び電子郵便料（ 日本郵便株式会

社が当該電話利用型の差出人によ る 特定役務提供事業者への支払委託を 承諾し た場合に限り ま す。）

２ ．前項の場合において、当社は、こ の電報サービ ス 等に係る 料金の取り 扱いについて、当社が提供する ひかり  de ト ー

ク （ Ｓ ） の料金に準じ て取り 扱う も のと し ま す。

（ 注 1） 本条に規定する 別に定める 発信人は、 別に定める 協定事業者の電報サービ ス 契約約款に規定する 発信人を い

いま す。 以下同じ と し ま す。

（ 注 2） 本条に規定する 別に定める 差出人は、 Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケーショ ン ズ株式会社の信書便約款又は日本郵便株式会

社の電子郵便約款に規定する 差出人をいいま す。 以下同じ と し ま す。

第８ 章　 保守
第３ ４ 条　 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の維持責任

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 自己の責任と 費用負担において、 自営端末設備又は自営電気通信設備を、 技術基

準等に適合する よ う 維持し ていただき ま す。

第３ ５ 条　 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の切分責任

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続さ れている 場合であ っ て、

ひかり de ト ーク （ S） を 利用する こ と ができ なく なっ たと き は、 故障のないこ と を 確認のう え、 当社に修理の請求

をし ていただき ま す。

２ ． 前項の確認に際し て、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 要請があ っ たと き は、 当社は、 ひかり de ト ーク （ S）

取扱所において別に定める 方法によ り 試験を行い、 その結果をひかり de ト ーク （ S） 契約者にお知ら せし ま す。

３ ． 当社は、 前項の試験によ り 当社が設置し た電気通信設備に故障がないと 判定し た場合において 、 ひかり de ト ー

ク （ S） 契約者の請求によ り 当社の係員を 派遣し た結果、 故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあっ た

と き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者にその派遣に要し た費用を 負担し ていただき ま す。 こ の場合において、 負担

を要する 費用の額は、 派遣に要し た費用の額に消費税相当額を加算し た額と し ま す。

第３ ６ 条　 修理又は復旧の順位

当社は、 当社の設置し た電気通信設備が故障し 又は滅失し た場合に、 その全部を 修理し 又は復旧する こ と ができ な

いと き は、 第２ ２ 条（ 通信利用の制限） の規定によ り 優先的に取り 扱われる 音声通信を 確保する ため、 次の順位に

従っ てその電気通信設備を 修理し 又は復旧し ま す。 こ の場合において、 第１ 順位及び第２ 順位の電気通信設備は、

第２ ２ 条第１ 項第１ 号の規定によ り 当社がそれら の機関と の協議によ り 定めたも のに限り ま す。

◎順位

修理又は復旧する 電気通信設備

第 1 順位

・ 気象機関と の契約に係る も の

・ 水防機関と の契約に係る も の

・ 消防機関と の契約に係る も の

・ 災害救助機関と の契約に係る も の

・ 警察機関と の契約に係る も の

・ 防衛機関と の契約に係る も の

・ 輸送の確保に直接関係がある 機関と の契約に係る も の

・ 通信の確保に直接関係がある 機関と の契約に係る も の

・ 電力の供給の確保に直接関係がある 機関と の契約に係る も の

第 2 順位

・ ガス の供給の確保に直接関係がある 機関と の契約に係る も の

・ 水道の供給の確保に直接関係がある 機関と の契約に係る も の
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・ 選挙管理機関と の契約に係る も の

・ 別記 18 に規定する 基準に該当する 新聞社、 放送事業者又は通信社の機関と の契約に係る も の

・ 預貯金業務を 行う 金融機関と の契約に係る も の

・ 国又は地方公共団体の機関と の契約に係る も の（ 第１ 順位と なる も のを除き ま す。）

第 3 順位

第１ 順位及び第２ 順位に該当し ないも の

第９ 章　 損害賠償
第３ ７ 条　 責任の制限

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） を 提供すべき 場合において、 当社、 特定役務提供事業者又は協定事業者の責めに帰

すべき 理由によ り その提供を し なかっ たと き（ その提供を し なかっ た原因が特定役務提供事業者の本邦のケ ーブル

陸揚げ局又は固定衛星地球局よ り 外国側における 支障である と き を 除き ま す。） は、 そのひかり de ト ーク （ S） が全

く 利用でき ない状態（ 当該契約に係る 電気通信設備によ る 全ての音声通信に著し い支障が生じ、 全く 利用でき ない

状態と 同程度の状態を なる 場合を 含みま す。 以下こ の条において同じ と し ま す。） にある こ と を 当社が知っ た時刻か

ら 起算し て、 第２ ８ 条（ 通信料金の支払義務） に規定する 時間以 上その状態が連続し たと き に限り 、 当該ひかり de

ト ーク （ S） 契約者の損害を賠償し ま す。 ※ただし 、 協定事業者が協定事業者の契約約款の定めによ り 損害賠償を 行

う 場合こ の限り であり ま せん。

２ ． 前項の場合において、 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） が全く 利用でき ない状態にあ る こ と を 知っ た時刻以後の

その状態が連続し た時間（ 第２ ８ 条（ 通信料 金の支払義務） に規定する 時間の倍数である 部分に限り ま す。） につい

て、 24 時間ご と に日数を 計算し 、 その日数に対応する 当該ひかり de ト ーク （ S） に係る 次の料金の合計額を 発生し

た損害と みなし 、 その額に限って賠償し ま す。

（ 1） 料金表に規定する 月額料金料金表（ 月額料金） に定める ユニバーサルサービ ス 料を除く も のと し ま す。

（ 2） 料金表（ 通信料金） に規定する 通信料金（ ひかり de ト ーク （ S） を 全く 利用でき ない状態が連続し た期間の

初日の属する 料金月の前６ 料金月の１ 日当たり の平 均通信料金（ 前６ 料金月の実績を 把握する こ と が困難な

場合には、 当社が別に定める 方法によ り 算出し た額） によ り 算出し ま す。）

３ ． 前項の場合において、 日数に対応する 料金額の算定に当たっ ては、 料金表通則３ 及び６ の規定に準じ て取り 扱

いま す。

４ ．当社の故意又は重大な過失によ り ひかり de ト ーク（ S）の提供を し なかったと き は、前三項の規定は適用し ま せん。

５ ． 前項ま での規定にかかわら ず、 電気通信設備の障害、 業務上の過誤その他発信者の責めに帰する こ と ができ な

い事由によ り 、 国際通信に中断等があっ たと き は、 発信者は、 直ちにその旨を 当社に申告し ていただき ま す。

６ ． 当社は、 前項の規定によ り 中断等の申告を 受けた国際通信の通信時間を 、 第２ ５ 条（ 通信時間の測定等） の規定

に従っ て調整し ま す。

７ ． 第５ 項の場合において、 発信者の責めに帰する こ と ができ ない事由によ り 、 直ちにその旨の申告ができ なかっ

たと き は、 当社は、 その国際通信に係る 請求書の 発行日から 起算し て６ か月以内に限り 、 申告に応じ 、 前項の調整

すべき 通信時間に対応する 通信料金を減額又は返還し ま す。

第３ ８ 条　 免責

当社は、 端末回線及び端末設備の設置、 撤去、 修理又は復旧の工事にあ たっ て、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者に関

する 工作物等に損害を 与えた場合に、 当社の故意又は重大な過失によ る 場合でない限り 、 その損害を 賠償し ま せん。

２ ． 当社又は外国の電気通信事業者が設置する 国際通話等に係る 電気通信設備に、 やむを 得ない限度において 技術

的な条件（ 端末設備等規則（ 昭和 60 年郵政省令第 31 号）で定める 技術基準を含みま す。）の変更が行われる 場合であっ

て、 端末設備等について改造又は変更が必要と なっ たと き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契 約者は、 自己の費用負担と

責任でその改造又は変更を行っていただき ま す。

 

第１ ０ 章　 雑則
第３ ９ 条　 他の電気通信事業者と の利用契約の締結

ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込みの承諾を 受けた者は、 別に定める 電気通信事業者が定める 契約約款の規定に基

づいて、 その電気通信事業者と の利用契約を  締結し たこ と になり ま す。

ただし 、 ひかり de ト ーク （ S） 契約の申込みの承諾を 受けた者から 、 その電気通信事業者と の利用契約を 締結し な

い旨の意思表示があっ たと き は、 こ の限り で あり ま せん。

２ ． 前項の規定によ り 利用契約を 締結し たひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 サービ ス の利用があ っ たと き は、 その

電気通信事業者の契約約款に基づいて、 その料金の支払いを 要し ま す。 ※ただし 、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約

者が、その利用契約に基づく 請求によ り 電気通信サービ ス の提供を 受けている と き は、その利用の状況にかかわら ず、 
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その電気通信事業者の契約約款に基づいて、 その料金の支払いを 要する こ と があ り ま す。 なお、 本条において、 当

社が利用契約を締結し たこ と と する 電気通信事業者は、 別紙に定める と こ ろ によ り ま す。

第４ ０ 条　 承諾の限界

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 工事その他の請求があ っ た場合に、 その請求を 承諾する こ と が技術的に

困難なと き 又は保守する こ と が著し く 困難である 等当社の業務の遂行上支障がある と き は、 その請求を 承諾し ない

こ と があ り ま す。 こ の場合は、 その理由を その請求を し た者に通知し ま す。 ただし 、 こ の約款において特段の規定

がある 場合には、 その規定によ り ま す。

第４ １ 条　 利用に係る ひかり de ト ーク （ S） 契約者の義務

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 次のこ と を 守っていただき ま す。

（ 1） 当社がひかり de ト ーク （ S） 契約に基づき 設置し た端末回線を 移動し 、 取り はずし 、 変更し 、 分解 し 、 若し

く は損壊し 、 又はその端末回線に線状その他の導体を 接続し ないこ と 。 ただし 、 天災、 事変その他の事態に

際し て保護の必要があ る と き 、 又は自営端末設備若し く は自営電気通信設備の接続若し く は保守のため必要

がある と き は、 こ  の限り であり ま せん。

（ 2） ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 故意に電気通信回線を 保留し たま ま 放置し 、 その他音声通信の伝送交換に

妨害を与える 行為を 行わないこ と 。

（ 3） 故意に多数の不完了呼を発生さ せる 等、 通信のふく そう を生じ さ せる おそれがある 行為を 行わないこ と 。

（ 4） 当社が業務の遂行上支障がないと 認めた場合を 除いて、 ひかり de ト ーク （ S） 契約に基づき 設置し た端末回

線に他の機械、 付加物品を 取り 付けないこ と 。

（ 5） 当社がひかり de ト ーク （ S） 契約に基づき 設置し た端末回線を 善良な管理者の注意を も っ て保管する こ と 。

２ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 前項の規定に違反し て端末回線を 亡失し 、 又はき 損し たと き は、 当社 が指定

する 期日ま でのその補充、 修繕その他の工事等に必要な費用を支払っ ていただき ま す。

第４ ２ 条　 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から の端末回線の設置場所の提供等

ひかり de ト ーク （ S） 契約者から の端末回線の設置場所の提供等については、 別記 16 に定める と こ ろによ り ま す。

第４ ３ 条　 協定事業者等から の通知

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が第８ 条の３ （ ひかり de ト ーク （ S） 契約者が行う 契約の解除） に定める 解

除の通知を 行わなかっ た場合は、 別に定める 協定事業者から 、 音声通信番号に係る ひかり de ト ーク （ S） 契約者の

氏名及び住所等について、 通知を受ける こ と があり ま す。

第４ ４ 条　 協定事業者等への通知

ひかり de ト ーク ( S) 契約者（ 差出人である 者に限り ま す。以下第 44 条の 2（ 差出人への通知）において同じ と し ま す。）

は、 Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケ ーショ ン ズ株式会社又は日本郵便株式会社から 請求があ っ たと き は、 第３ ３ 条（ 協定事業者等

の電報サービ ス 等に係る 料金） に定める 料金の取扱いの適用に係わる 業務遂行に必要な範囲において、ひかり de ト ー

ク ( S) 契約者に係る 情報を通知する こ と にあら かじ め同意し ていただき ま す。

２ ． 当社は、 第３ ９ 条 ( 他の電気通信事業者と の利用契約の締結 ) に規定する 電気通信事業者から 請求があ っ たと  

き は、 その電気通信事業者と 当該規定に定める 利用契約を 締結し ている ひかり de ト ーク （ S） 契約者の氏名、 住所、

及び音声通信番号を 通知する こ と があり ま  す。

３ ． 当社は、 料金表に定める 通信料金の取扱いの適用に係る 業務遂行に必要な範囲において、 別に定める 電気 通信

事業者へ、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の氏名及び住所等を通知する こ と にあら かじ め同意し ていただき ま す。

※本状に規定する 別に定める 電気通信事業者は、 ソ フ ト バンク モバイ ル株式会社と し ま す。

第４ ４ 条の 2　 差出人への通知

ひかり de ト ーク (S) 契約者は、差出人から 請求があっ たと き は、第 33 条（ 協定事業者等の電報サービ ス 等に係る 料金）

に定める 料金の取扱いの適用に係わる 業務遂行に必要な範囲において、 Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケ ーショ ン ズ株式会社又は日

本郵便株式会社よ り ひかり de ト ーク (S) 契約書に係る 情報を通知する こ と にあら かじ め同意し ていただき ま す。

第４ ４ 条の３ 　 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の親族等への通知

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約者の親族等から の請求に基づき、 料金表に定める

通信料金の取扱いの適用に係る 業務遂行に必要な範囲において、 当社又は別に定める 電気通信事業者よ り ひかり de

ト ーク （ S） 契約者の氏名及び住所等を通知する こ と にあら かじ め同意し ていただき ま す。

※本条に規定する 別に定める 電気通信事業者は、 ソ フ ト バンク モバイ ル株式会社と し ま す。

第４ ４ 条の４ 　 郵送等によ る ひかり de ト ーク （ S） 契約者への通知

当社は、当社から ひかり de ト ーク（ S）契約者へ個別に郵送等の通知を 行う 場合において、届出のあっ たひかり de ト ー

ク （ S） 契約者の住所若し く は居所又は請求書送付先等への送付をも っ て、 その通知を 行ったも のと し ま す。

２ ． 当社は、 前項の場合において、 当社の故意又は重過失がある 場合を 除き 、 通常到達すべき 時に通知がなさ れた

も のと し ま す。
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第４ ４ 条の５ 　 電話帳

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があ っ たと き は、 別記４ に定める と こ ろ によ り 、 当社が付与し た音

声通信番号を電話帳（ 別に定める 協定事業者が発行する 電話帳をいいま す。 以下同じ と し ま す。） に掲載し ま す。

第４ ４ 条の６ 　 電話番号案内

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があ っ たと き は、 当社が付与し た音声通信番号について、 別に定め

る 協定事業者の契約約款に定める 電話番号案内において案内を 行いま す。

第４ ４ 条の７ 　 当社電話番号案内

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） について、 当社が付与し た音声通信番号、 特定役務提供事業者又は別に定める 協定

事業者が提供する 電気通信サービ ス の番号（ 以下「 番号案内に係る 電話番号等」 と いいま す。） の案内（ 以下「 当社

電話番号案内」 と いいま す。） を行いま す。

２ ． 当社電話番号案内は、 手動案内（ 電話サービ ス 等取扱所において、 交換取扱者が番号案内に係る 電話番号等の

問合せに対し て案内を 行う こ と を いいま す。） と し ま す。

第４ ４ 条の８ 　 当社電話番号案内に係る 番号案内料の支払義務

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 端末回線から 当社電話番号案内を 利用し た場合（ その端末回線のひかり de ト ーク

（ S） 契約者以外の者が利用し た場合を含みま す。）、 別に定める と こ ろによ り 番号案内料の支払いを 要し ま す。

第４ ４ 条の９ 　 番号情報の提供

当社は、 当社の番号情報（ 電話帳掲載、 電話番号案内又は当社電話番号案内に必要な情報（ 第４ ４ 条の５ （ 電話帳）、

第４ ４ 条の６ （ 電話番号案内） 及び第４ ４ 条の７ （ 当社電話番号案内） の規定によ り 電話帳掲載、 電話番号案内及

び当社電話番号案内を 行う こ と と なっ た音声通信番号に係る 情報に限り ま す。） を いいま す。 以下こ の条において同

じ と し ま す。） について、 番号情報データ ベース （ 番号情報を 収容する ために当社が別に定める 協定事業者が設置す

る データ ベース 設備を いいま す。 以下同じ と し ま す。） に登録し ま す。

２ ． 前項の規定によ り 登録し た番号情報は、 番号情報データ ベース を 設置する 協定事業者が、 電話帳発行、 電 話番

号案内又は当社電話番号案内を 行う こ と を 目的と する 電気通信事業者等（ 当社が別に定める 者に限り ま す。） に提供

し ま す。

※ 1　 本条第２ 項に規定する 当社が別に定める 者は、 西日本電信電話株式会社と 相互接続協定又は相互接続 協定以

外の契約によ り 番号情報データ ベース に収容さ れた契約者の番号情報を 利用する 事業者を いいま す。

※ 2　 本条第２ 項に規定する 電気通信事業者等について、 当社は閲覧に供し ま す。

※ 3　 当社は、 電気通信事業者等が「 電気通信事業における 個人情報保護に関する ガイ ド ラ イ ン （ 平成 10 年郵政省

告示第 570 号）」 等の法令に違反し て番号情報を 目的外等に利用し た場合は、 その電気通信事業者等への番号情報

の提供を停止する 措置を行いま す。

※ 4　 本条第２ 項について、 電話番号案内のみを 行う も のと し た場合は、 その番号情報を 電話番号案内の目 的に限

定し て電気通信事業者等が利用する 場合に限り 提供する も のと し ま す。

第４ ５ 条　 特約条項等

当社は、こ の約款に定める と こ ろにかかわら ず、ひかり de ト ーク （ S） 契約者に対し て別に定める 提供条件（ 以下「 特

約条項等」 と いいま す。） で、ひかり de ト ーク （ S） の提供を する こ と があり ま す。 こ の場合、当社と ひかり de ト ー

ク （ S） 契約者の間で締結する 特約条項等については、 その部分についてこ の約款に優先する も のと し ま す。

第４ ６ 条　 法令に規定する 事項

ひかり de ト ーク （ S） の提供又は利用にあたり 、 法令に規定のある 事項については、 その定める と こ ろによ り ま す。

※法令に定めのある 事項については、 別記６ から 15 ま でに定める と こ ろによ り ま す。

第１ １ 章　 附帯サービス
第４ ７ 条　 附帯サービ ス

ひかり de ト ーク （ S） に関する 附帯サービ ス の取扱いについては、 別記 17 に定める と こ ろによ り ま す。

第４ ８ 条の１ 　 附則

こ の約款は、 平成２ １ 年４ 月１ 日から 実施し ま す。

第４ ８ 条の２ 　 附則

こ の改正約款は、 平成２ １ 年６ 月３ ０ 日から 実施し ま す。

別記

１ ． ひかり de ト ーク （ S） の提供区間

当社が提供する ひかり de ト ーク （ S） の提供区間は、 次のと おり と し ま す。

（ 1） 端末回線の終端相互間のも の
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（ 2） 端末回線の終端から 相互接続点間のも の

（ 3） 端末回線の終端から 取扱地域間のも の

２ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者の氏名の変更

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その氏名の変更があ っ た場合には、 その変更の内容を事前に又は変更後速

やかに、 当社のひかり de ト ーク （ S） に通知し ていただき ま す。

（ 2）（ 1）の通知があっ たと き は、当社は、その通知があっ た事項を証明する 書類を提示し ていただく こ と があり ま す。

３ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者の地位の承継

（ 1） 相続又は法人の合併若し く は分割によ り ひかり de ト ーク （ S） 契約者の地位の承継があっ たと き は、 相続人

又は合併後存続する 法人、 合併若し く は分割によ り  設立さ れた法人若し く は分割によ り 営業を 承継する 法人

は、 当社所定の書面にこ れを証明する 書類を添えてひかり de ト ーク （ S） 取扱所に届け出ていただき ま す。

（ 2） 前項の場合に、 地位を 承継し た者が２ 人以上ある と き は、 そのう ちの１ 人を 当社に対する 代表者と 定めこ れ

を届け出ていただき ま す。 こ れを変更し たと き も 同様 と し ま す。

（ 3） 前項の規定によ る 代表者の届出があ る ま での間、 当社は、 その地位を 承継し た者のう ちの１ 人を 代表者と し

て取り 扱いま す。

４ ． 電話帳

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があ っ たと き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の氏名、 住所を 電話

帳に掲載し ま す。

５ ． 電話帳の普通掲載

（ 1） 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があ っ たと き は、 音声通信番号と 次の事項を 普通掲載と し て

電話帳に掲載し ま す。

ア． ひかり de ト ーク （ S） 契約者又はそのひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定する 者の氏名、 名称又は称号

のう ち１

イ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者又はそのひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定する 者の職業（ 協定事業者が

定める 職業区分によ る も のと し ま す。） のう ち１

ウ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者又はそのひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定する 者の住所又は居所のう ち１

（ 2） 前項に規定する 事項は、 協定事業者が定める 形式に従って掲載し ま す。

（ 3） 第 ( 1) 項の規定によ り 普通掲載と し て掲載でき る 数は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者に係る 音声通信番号の

数の範囲内と し ま す。

（ 4） 当社は、 その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を 及ぼすおそれがある と き は 、 第 ( 1) 項の規定

にかかわら ず、 電話帳の普通掲載の取扱いを行わないこ と があり ま す。

６ ． 電話帳の掲載省略

（ 1） 当社は、 次のいずれかの場合に該当する と き は、 別記５ の規定にかかわら ず、 電話帳への掲載を 省略する こ

と があり ま す。

ア． その音声通信番号が、 臨時の契約若し く は臨時の付加機能に係る も のである と き 。

イ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定し た特定の端末回線に通話等の機能を 有し ない自営電気通信設備が

接続さ れている 場合であっ て、 別記５ 第 (1) 項に規定 する 事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき

協定事業者の定める 記号等を 普通掲載と し て記載する こ と について、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の承諾 が

得ら れないと き 。

（ 2） 当社は、 前項に規定する 場合のほか、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 請求があっ たと き は、 電話帳への掲

載を 省略し ま す。

７ ． 電話帳の重複掲載

（ 1） 当社は、ひかり de ト ーク（ S） 契約者から 、別記５ に規定する 普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があっ

たと き は、 重複掲載と し て電話帳に掲載し ま す。

ア． 氏名、 名称若し く は称号（ 普通掲載と し て掲載し たも のを除き ま す。） 又は商品名によ る 掲載

イ ． 普通掲載と し て掲載し た職業区分以外の職業区分への掲載

（ 2） 前項に規定する 事項は、 協定事業者が定める 形式に従って掲載し ま す。

（ 3）ひかり de ト ーク（ S）契約者は、第 ( 1) 項の請求をし 、その承諾を受けたと き は、料金表第４（ 電話帳の重複掲載）

に規定する 料金の支払いを 要し ま す。

（ 4） 当社は、 その重複掲載が当社、 特定役務提供事業者又は協定事業者の電話帳発行業務に支障を 及ぼすおそれ
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がある と き は、 第 ( 1) 項の規定にかかわら ず、 電話帳の重複掲載の取扱いを行わないこ と があり ま す。

8． 特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービ ス の電気通信番号

特定役務提供事業者の緊急通報用 IP 電話サービ ス に係る 電気通信番号は次のと おり と し ま す。

区 別 電気通信番号

警察機関に提供さ れたも の 110

海上保安機関に提供さ れる も の 118

消防機関に提供さ れる も の 119

９ ． 自営端末設備の接続

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その端末回線の終端において又はその終端に接続さ れている 電気通信設備

を 介し て、 その端末回線に自営端末設備を 接続する と き は、 その接続の請求を し ていただき ま す。 こ の場合

において、 事業法第 50 条第１ 項に規定する 技術基準適合認定を 受けた端末機器又は技術基準等に適合する

こ と について指定認定機関（ 電気通信事業法施行規則（ 昭和 60 年郵政省令第 25 号。 以下「 事業法施行規則」

と いいま す。） 第 32 条第１ 項第５ 号に基づき 総務大臣が指定し た者をいいま す。） の認定を受けた端末機器以

外の自営端末設備を 接続する と き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その自営端末設備の名 称その他その

請求の内容を 特定する ための事項について記載し た所定の書面によ り 、 その接続の請求をし ていただき ま す。

（ 2） 当社は、 前項の請求があったと き は、 次のいずれかの場合を除き 、 その請求を 承諾し ま す。

ア． その接続が技術基準等に適合し ないと き 。

イ ． その接続が事業法施行規則第 31 条で定める 場合に該当する と き 。

ウ ． その接続によ り 本邦を 経由し て外国相互間で行われる 他人の通話等を 本邦内の端末設備等において、 業

と し て内容を 変更する こ と なく 媒介する こ と と なる と き 。

（ 3） 当社は、 前項の請求の承諾にあ たっ ては、 次のいずれかの場合を 除き 、 その接続が前項第ア号の技術基準等

に適合する かど う かの検査を 行いま す。

ア． 事業法第 50 条第１ 項に規定する 技術基準適合認定を 受けた端末機器を接続する と き 。

イ ． 事業法施行規則第 32 条第１ 項で定める 場合に該当する と き 。

（ 4） 前項の検査を 行う 場合、 当社の係員は、 所定の証明書を提示し ま す。

（ 5） ひかり de ト ーク （ S） 契約者が、 その自営端末設備を 変更し たと き についても 、 第 ( 1) 号乃至第 ( 4) 号の規

定に準じ て取り 扱いま す。

（ 6） ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その端末回線に接続さ れている 自営端末設備を 取り はずし たと き は、 その

こ と を当社に通知し ていただき ま す。

10． 自営端末設備に異常がある 場合等の検査

（ 1） 当社は、 端末回線に接続さ れている 自営端末設備に異常があ る 場合その他電気通信サービ ス の円滑な提供に

支障があ る 場合において必要があ る と き は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者に、 その自営端末設備の接続が技

術基準等に適合する かど う かの検査を 受ける こ と を 求める こ と があり ま す。 こ の場合、 ひかり de ト ーク （ S）

契約者は、 正当な理由がある 場合その他事業法施行規則第 32 条第２ 項で定める 場合を 除いて、 検査を受ける

こ と を承諾し ていただき ま す。

（ 2） 前項の検査を 行う 場合、 当社の係員は、 所定の証明書を提示し ま す。

（ 3） 第 ( 1) 項の検査を 行っ た結果、 自営端末設備が技術基準等に適合し ている と 認めら れないと き は、 ひかり de

ト ーク （ S） 契約者は、 その自営端末設備を端末回線から 取り はずし ていただき ま す。

11． 自営電気通信設備の接続

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その端末回線の終端において又はその終端に接続さ れている 電気通信設備

を 介し て、 その端末回線に自営電気通信設備を 接続する と き は、 その接続を 行う 場所、 その自営電気通信設

備を 構成する 機器の名称その他その請求の内容を 特定する ための事項について記載し た当社所定の書面によ

り その接続の請求を し ていただき ま す。

（ 2） 当社は、 前項の請求があったと き は、 次のいずれかの場合を除いて、 その請求を 承諾し ま す。

ア． その接続が技術基準等に適合し ないと き 。

イ ． その接続によ り 当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難と なる こ と について、 事業法第 52 条第１ 項

第２ 号によ る 総務大臣の認定を 受けたと き 。

ウ ． その接続ひかり de ト ーク （ S） によ り 本邦を 経由し て外国相互間で行われる 他人の通話等を 本邦内の端

末設備等において、 業と し て内 容を変更する こ と なく 媒介する こ と と なる と き 。

（ 3） 当社は、 前項の請求の承諾にあたっ ては、 事業法施行規則第 32 条第１ 項で定める 場合に該当する と き を除い
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て、 その接続が技術基準等に適合する かど う かの検査を行いま す。

（ 4） 前項の検査を 行う 場合、 当社の係員は、 所定の証明書を提示し ま す。

（ 5） ひかり de ト ーク （ S） 契約者が、 その自営電気通信設備を 変更し たと き についても 、 第 ( 1) 項乃至第 ( 4) 項

の規定に準じ て取り 扱いま す。

（ 6） ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 その端末回線に接続さ れている 自営電気通信設備を 取り はずし たと き は、

そのこ と を当社に通知し ていただき ま す。

12． 自営電気通信設備に異常がある 場合等の検査

端末回線に接続さ れている 自営電気通信設備に異常があ る 場合その他電気通信サービ ス の円滑な提供に支障があ る

場合の検査については、 別記 10（ 自営端末設備に異常がある 場合等の検査） の規定に準じ て取り 扱いま す。

１ 3． 当社の維持責任

当社は、 当社の設置し た電気通信設備を 事業用電気通信設備規則（ 昭和 60 年郵政省令第 30 号） に適合する よ う 維

持し ま す。

１ ４ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者に係る 個人情報のお取扱について

当社は、 契約者の個人情報を 別途オン ラ イ ン 上に提示する 「 個人情報保護ポリ シ ー（ http://w w w .thn.ne.jp/info_

policy2/）」 に基づき 、 適切に取り 扱いま す。

（ 2） 当社は、 乙の個人情報を、 以下の利用目的の範囲内で取り 扱いま す。

（ ア ） 当社及び TOKAI グ ループ各社（ 具体的には TOKAI ホ ールディ ン グ ス ホ ーム ページを ご 参照く ださ い。

http://w w w .tokaiholdings.co.jp/corporate/group.htm l）（ 以下、 単に「 TOKAI グループ各社」 と いいま す） の

各種商品の販売及びサービ ス の提供

（ イ ） 当社及び TOKAI グループ各社の各種商品及びサービ ス 、 キャ ン ペーン、 イ ベン ト 等の案内

（ ウ ） 当社及び TOKAI グループ各社提携先の各種商品及びサービ ス 等の案内

（ エ） 当社及び TOKAI グループ各社の優待特典及び会員サービ ス 等の案内及び提供

（ オ） 当社及び TOKAI グループ各社の保守・ アフ タ ーサービ ス 等のお客様サポート

（ カ） 当社及び TOKAI グループ各社のお客様から の相談・ 問い合わせへの対応

（ キ） 当社及び TOKAI グループ各社の新商品・ 新サービ ス の提供を 目的と し た開発、並びに甲及び TOKAI グルー

プ各社の各種商品及びサービ ス の品質改善等のための調査・ 分析

なお、 上記以外の目的で個人情報を 利用さ せていただく 場合には、 その都度、 その利用目的を 明確にし 、 契

約者から 事前の同意をいただき ま す。

（ 3） 当社は、 第 2 項に記載し た利用目的を 変更する 場合は、 法令によ り 許さ れる 場合を 除き 、 変更さ れた利用目

的について、 電子メ ールによ る 送信、 当社ホ ーム ページにおける 公表その他当社が適当であ る と 判断する 方

法によ り 契約者に連絡又は公表し ま す。

（ 4） 当社及び TOKAI グループ各社は、 平成 23 年 4 月 1 日の株式会社 TOKAI ホールディ ングス 設立及び組織再編

に伴い、新たな共同利用関係を開始する こ と と し 、本条第 2 項記載の利用目的の範囲内でひかり de ト ーク （ S）

契約者から 取得する 個人情報を新規に TOKAI グループ各社と の間で以下のと おり 共同利用さ せていただき ま

す。 なお、 当社は、 契約者から の求めに応じ て、 契約者の個人情報の共同利用を 停止し ま す。

（ ア） 当社と 共同利用する 者の範囲

共同利用する 者の範囲は、 当社及び TOKAI グループ各社と し ま す。

（ イ ） 利用目的

共同利用する 目的は、 第２ 項に記載し た利用目的と 同じ です。

（ ウ ） 共同し て利用する 個人情報の項目

共同利用する 個人情報の項目は次のと おり と し ま す。

① 氏名・ 住所・ 電話番号・ 電子メ ールアド レ ス 等の契約者の属性に関する 情報

② 購入・ 契約時又はサービ ス 提供の際に取得する 契約者や契約者の家族に関する すべての個人情報

③ キャ ンペーン ・ 懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、 又は、 その他契約者から いただいたすべて

の個人情報

（ エ） 管理責任者

共同利用における 管理責任者は個人情報を 取得し た、 それぞれの当社又は TOKAI グループ各社と し ま す。

（ 5） 当社は、 契約者よ り 取得し た個人情報を 適切に管理し、 本条第２ 項に記載し た利用目的に基づく 場合を 除き、

正当な理由なく 個人情報を 第三者に提供、 開示等一切し ま せん。 ま た、 個人情報の利用目的を 達成する ため

に当社が業務を委託し 、個人情報を当該業務委託先に提供する 場合、適切な個人情報管理を義務付けていま す。

（ ア） 前項の規定に拘わら ず、 法令によ り 許さ れた場合（ 例えば、 警察等公的捜査機関よ り 法令に基づき 捜査
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協力の要請があった場合等が該当し ま すが、 こ の例に限ら れま せん。） は、 提供する 場合があり ま す。

（ イ ） 前二項の規定に拘わら ず、 乙の利用にかかる サービ ス 及び提携サービ ス に関し 、 甲が乙に負担し ている

債務の特定、 支払い及び回収に必要と 認めた場合、 関係法令の規定に反し ない範囲で、 金融機関、 弁護士等

当社が必要と 認める 者に開示・ 提供を 行いま す。

（ 6） 当社は、 当社が第三者提供を 受ける こ と によ り 個人情報を 取得する 場合には、 本人の事前同意を 得ている か

ど う かを 当該提供元に確認する 等の方法によ り 、 個人情報の適正な取得を確保する も のと し ま す。

（ 7） 契約者が、 契約者の個人情報の開示を 希望する 場合には、 当社は、 申し 出を し た方が契約者ご 本人であ る こ

と を 当社にて確認し た上で、 業務上著し い支障がない限り 、 合理的な期間内に開示に応じ る こ と と し ま す。

契約者が、 契約者の個人情報の訂正・ 追加・ 削除・ 利用停止等を 希望する 場合には、 当社は、 申し 出を し た

方が契約者ご 本人であ る こ と を 当社にて確認し た上で、 契約者の個人情報について事実関係等を 確認し、 適

切な対応を し ま す。 なお、 当社では、 契約者から 電話で各種の申し 込み、 問い合わせを いただいた場合には、

正確かつ円滑な対応のため、 着信の記録及び通話内容の録音をさ せていただく こ と がご ざいま す。

（ 8） 当社は、 契約者と の契約が解除さ れた後も 、 第２ 項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を 利用する

場合があり ま す。

（ 9）  当社は、 当社ホーム ページの一部において、 ク ッ キー（ Cookie） を使用し ていま す。 ク ッ キーと は、 当社ホー

ム ページを 通じ て契約者のコ ン ピ ュ ータ に一定のデータ （ 例えば、 最後に当社ホ ーム ページを 訪れた日時、

当社ホ ーム ページへの訪問回数等のデータ ） を 一時的に書き 込んで保存さ せる プロ グ ラ ム を 言いま す。 ク ッ

キーは、 契約者が再度当社ホ ーム ページに訪問する 際によ り 便利にホ ーム ページを 閲覧し ていただく ための

も のであ り 、 契約者から 何ら かの個人情報を 取得し たり 、 契約者のプラ イ バシーを 侵害する も のではなく 、

ま た契約者のコ ンピ ュ ータ へ悪影響を 及ぼすこ と も あり ま せん。

１ ５ ． 電気通信番号の利用

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 第 2 ４ 条（ 発信電気通信番号通知） の規定等によ り 通知を 受けた音声通信番号の

利用にあ たっ ては、 総務省の定める 「 発信者情報通知サービ ス の利用における 発信者個人情報の保護に関する ガイ

ド ラ イ ン 」 を 尊重し ていただき ま す。

１ ６ ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者から の端末回線の設置場所の提供等

（ 1） 端末回線の終端のある 構内（ こ れに準ずる 区域内を 含みま す。 以下こ の 16 において同じ と し ま す。） 又は建

物内において、 当社が端末回線を 設置する ために必要な場所は、 そのひかり de ト ーク （ S） 契約者から 提供

し ていただき ま す。

（ 2） 当社は、 端末回線の終端のあ る 構内又は建物内において、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 管路等の特別な

設備を 使用し て端末回線を 設置する こ と を 求めら れたと き はひかり de ト ーク （ S） 契約者の負担によ り その

特別な設備を設置し ていただき ま す。

（ 3） 当社がひかり de ト ーク (S) 契約に基づいて設置する 電気通信設備に必要な電気は、 ひかり de ト ーク （ S） 契

約者から 提供し ていただく こ と があり ま す。

１ ７ ． 天気予報サービ ス 、 時報サービ ス 及び災害用伝言ダイ ヤルサービ ス

当社は、 次によ り 天気予報サービ ス 、 時報サービ ス 及び災害用伝言ダイ ヤルサービ ス を 提供し ま す。

区 別 番号 内 容

天気予報サービ ス 177
気象庁が作成し た気象、 地象又は水象に関する 情報を 通知

する サービ ス

時報サービ ス 117 日本中央標準時に準拠し た時刻を 通知する サービ ス

災害用伝言ダイ ヤルサービ ス 171
災害が発生し た場合等に、 当社が別に定める 通話等につい

て、 メ ッ セージの蓄積、 再生等を 行う サービ ス

電報類似サービ ス 受付機能 115
Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケーショ ンズ株式会社の信書便約款に規定する

Ｐ Ｓ コ ミ ュ ニケーショ ンズ信書便へ接続する サービス
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区 別 番号 内 容

電報受付機能 115

別に定める 協定事業者の電報サービ ス 契約約款に規定する

電報サービ ス へ接続する サービ ス

（ 備考） 電報受付機能は、 電報類似サービ ス 受付機能を 利

用し たひかり de ト ーク (S) 契約者から 接続先の変更の請求

があっ た場合に限り 提供し ま す。

１ ８ ． 新聞社等の基準

区分１ ． 新聞社

次の基準すべてを備えた日刊新聞紙を 発行する 新聞社

（ 1） 政治、 経済、 文化その他公共的な事項を報道し 、 又は論議する こ と を目的と し て、 あま ねく 発売さ れる こ と 。

（ 2） 発行部数が１ の題号について、 8000 部以上である こ と 。

区分２ ． 放送事業者

放送法（ 昭和 25 年法律第 132 号） 第 2 条第 23 号に規定する 基幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する 基幹放送

局提供事業者

区分３ ． 通信社

新聞社又は放送事業者にニュ ース（ １ 欄の基準のすべてを 備えた日刊新聞紙に掲載し、 又は放送事業者が放送を す

る ためのニュ ース 又は情報（ 広告を除き ま す。） をいいま す。） を 供給する こ と を主な目的と する 通信社

附則

1． こ の約款は、 平成 30 年 7 月 1 日から 施行し ま す。

 料金表

通則

（ 料金の計算方法）

1． 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者がそのひかり de ト ーク （ S） 契約に基づき 支払う 月額料金は暦月に従っ て

計算し ま す。

2． 当社は、 次のいずれかに該当する 場合が生じ たと き は、 月額料金をその利用日数に応じ て日割し ま す。

ただし 、 第１ 表第１ （ 月額料金） に特段の定めがある 場合は、 その定めによ る も のと し ま す。

（ 1） 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があ っ たと き。 こ の場合、 改定後の月額料金は、 その改定があ っ

た日から 適用し ま す。

（ 2） 第 27 条（ 月額料金の支払義務） 第２ 項第３ 号所定の事由に該当する と き 。

3． 前項の規定によ る 月額料金の日割は、 暦日数によ り 行いま す。 こ の場合、 第 27 条（ 月額料金の支払義 務） 第２

項第３ 号の１ の料金の算定に当たっては、 その日数計算の単位と なる 24 時間を その開始時刻が属する 暦日と みなし

ま す。

4． 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者がそのひかり de ト ーク （ S） 契約に基づき 支払う 通信料金は、 料金月（ １

の暦月の起算日（ 当社が契約ご と に定める 毎暦月の一定の日を いいま す。） から 次の暦月の起算日の前日ま での間を

いいま す。 こ の約款及び料金表において、 以下同じ と し ま す。） に従っ て計算し ま す。 ただし 、 ひかり de ト ーク （ S）

契約者から 請求があったと き 、その他当社が必要と 認める と き は、その音声通信（ 当社が別に定める も のに限り ま す。）

に係る 通信料金について、 随時に計算する こ と があり ま す。

5． 当社は、 当社の業務の遂行上やむを 得ない場合は、 前項の規定の起算日を変更する こ と があり ま す。

（ 端数処理）

6． 当社は、 料金その他の計算において、 その計算結果に１ 円未満の端数が生じ た場合は、 その端数を 切り 捨てま す。

こ の場合において、 第１ （ 月額料金） に別段の定めがある 場合は、 その定める と こ ろによ り ま す。

（ 料金の支払い）

7． ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 料金及び工事に関する 費用について、 当社が定める 期日ま でに、 当社が指定す

る 金融機関又はひかり de ト ーク （ S） 取扱所等において支払っ ていただき ま す。
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（ 料金の一括払い）

8． 当社は、 当社に特別の事情がある 場合は、 前項の規定にかかわら ず、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の承諾を 得て、

２ ヶ 月以上の料金を、 当社が指定する 期日ま でに、 ま と めて支払っていただく こ と があり ま す。

（ 消費税相当額の加算）

9． 第 27 条（ 月額料金の支払義務） 乃至第 29 条（ 工事費の支払義務） の規定その他こ の約款の規定によ り 支払い

を 要する も のと さ れている 額は、 こ の料金表に定める 税抜価額（ 消費税相当額を 加算し ない額を いいま す。 以下同

じ と し ま す。） に消費税相当額を加算し た額と し 、 その算出方法については当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

こ の場合において、 当社は、 消費税法第 63 条の２ に定める と こ ろによ り 、 必要に応じ て税込価額（ 税抜価額に消費

税相当額を 加算し た額をいいま す。 以下同じ  と し ま す。） を併記し ま す。

（ 注） 当社は、 税込価額を併記する 場合、 括弧内にその額を記載する も のと し ま す。

10． 前項の場合に、 消費税相当額の算出方法によ っ ては、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者への請求額と こ の約款に定

める 税込価額が異なる 場合があり ま す。

11． 第９ 項の規定にかかわら ず、 国際通信に係る も のについては消費税相当額を 加算し ないも のと し ま す。

（ 料金等の臨時減免）

12． 当社は、 災害が発生し 、 又は発生する おそれがある と き は、 こ の約款の規定にかかわら ず、 臨時に、 その料金

又は工事に関する 費用を減免する こ と があり ま す。

（ 注） 当社は、 料金等の減免を行ったと き は、 関係のひかり de ト ーク （ S） 取扱所に掲示する 等の方法によ り 、 その

こ と を周知し ま す。

第１ 表　 料金

1． 適用月額料金の適用については、 第 27 条（ 月額料金の支払義務） の規定によ る ほか、 次のと おり と し ま す。

（ 1） 音声通信番号及び利用者番号の付与については次の通り と し ま す。

ひかり de ト ーク （ S） に係る も の

1． 契約について１ 音声通信番号を 付与する も の

（ 2） ユニバーサルサービ ス 料の適用

ア． 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） に係る 音声通信番号について、 １ の音声通信番号ご と に２ （ 料金額） に

規定する ( 4 ) ユニバーサルサービ ス 料（ 事業法に定める 基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に

充てる ために、 基礎的電気通信役務の提供に係る 交付金及び 負担金算定等規則（ 平成 14 年６ 月 19 日総務省

令第 64 号）によ り 算出さ れた額に基づいて当社が定める 料金を いいま す。 以下同じ と し ま す。）を適用し ま す。

イ ． ユニバーサルサービ ス 料は、 暦月の末日において当社がひかり de ト ーク （ S） 契約者に付与し ている 音 

声通信番号に限り 適用し ま す。

ウ ． 当社はユニバーサルサービ ス 料について、 通則２ に規定する 日割を 行いま せん。

（ 3） 複数の付加機能を 同時に利用し ている 場合の付加機能使用料の適用

当社は、ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 複数の付加機能（ 当社が次表において指定する も のに限り 、以下「 指

定付加機能」 と いいま す。） について同時 に申出があっ た場合に、 ２ 料金額 ( 4) 付加機能使用料に定める そ

れぞれの料金額に代えて、 次表に定める 料金額（ 指定付加機能に係る 付加機能使用料の合計額と し ま す。） を

適用し ま す。

指定付加機能の組合せ

（ ア） 発信電気通信番号表示機能、 通信中着信機能、 自動着信転送機能、 迷惑通信おこ と わり 機能及び発信電気通

信番号通知要請機能

料金額（ 1 契約ご と に月額） ９ ０ ０ 円 ( 税込 990 円 )

（ イ ） 通信中着信機能、 自動着信転送機能及び迷惑通信おこ と わり 機能

料金額（ 1 契約ご と に月額） ６ ３ ０ 円 ( 税込 693 円 )

（ ウ ） 発信電気通信番号表示機能、 通信中着信機能、 迷惑通信おこ と わり 機能及び発信電気通信番号通知要請機能

料金額（ 1 契約ご と に月額） ８ ０ ０ 円 ( 税込 880 円 )

（ エ） 通信中着信機能及び迷惑通信おこ と わり 機能

料金額（ 1 契約ご と に月額） ５ ３ ０ 円 ( 税込 583 円 )

備考

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定付加機能のう ち全て或いは一部の付加機能を 廃止し た場合は、 その廃

止を 当社が承諾し た日の属する 暦月の末日においてこ の適用の取扱いを 終了する も のと し ま す。

（ 4） 国内コ レ ク ト コ ール機能等の限定適用

（ ア） 当社は、 特定役務提供事業者の電話サービ ス 等契約約款に規定する 第１ 種中継電話サービ ス 等に係る 電
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話等契約者がその第１ 種中継電話等契約を 解除する と 同時に、 一般番号ポータ ビ リ ティ によ り 同契約に係る

電話番号等を 、 ひかり de ト ーク ( S) に係る 音声通話番号と し て利用する 場合は、 ひかり de ト ーク ( S) 契約

者に第１ 種中継電話サービ ス 等に係る 電話契約者が受けていた国内コ レ ク ト コ ール機能等（ 国内コ レ ク ト コ ー

ル機能、 国内コ レ ク ト コ ールＳ 機能又は国内ク レ ジッ ト コ ール機能をいいま す。 以下同じ と し ま す。） を提供

し ま す。

（ イ ） 当社は、（ ア） の規定によ り 国内コ レ ク ト コ ール機能等の提供を受けている ひかり de ト ーク ( S) 契約者

が、 それぞれの機能について、 連続する 12 の料金月を 通じ てその機能に係る 国内通信を 全く 行わなかった場

合には、 その機能を 閉止する こ と があ り ま す。 こ の場合、 解除し た第１ 種中継電話等契約において提供を 受

けていた国内コ レ ク ト コ ール機能等について 、 その機能に係る 通話等を 全く 行わなかった期間がある と き は、

その期間を含めて連続する 12 料金月を計算し ま す。

（ ウ ）（ ア） 及び（ イ ） の規定の他、 当該機能に係る 料金その他の取り 扱いは、 特定役務提供事業者の電話サー

ビ ス 等契約約款に規定する 国内コ レ ク ト コ ール機能等を準用し ま す。

（ 5） 国際ク レ ジッ ト コ ール機能の限定適用

当社は、 特定役務提供事業者の電話サービ ス 等契約約款に規定する 第 1 種中継電話サービ ス 等に係る 電話等

契約者がその第１ 種中継電話等契約を 解除する と 同時 に、 一般番号ポータ ビ リ ティ によ り 同契約に係る 電話

番号等を、 ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） に係る 音声通信番号と し て利用する 場合は、 ひかり ｄ ｅ ト ーク （ Ｓ ） 契

約者に第１ 種中継電話サービ ス 等に係る 電話等契約者が受けていた国際ク レ ジッ ト コ ール機能を提供し ま す。

こ の場合において料金その他の取り 扱いは、 特定役務提供事業者の電話サービ ス 等契約約款に規定する 国際

ク レ ジッ ト コ ール機能を 準用し ま す。

2． 料金額

（ 1） 基本料

ひかり de ト ーク （ S） に係る も の

1 端末回線ごと 月額

1 契約目 1,300 円 ( 税込 1,430 円 )

2 契約目 500 円 ( 税込 550 円 )

3 契約目 500 円 ( 税込 550 円 )

（ 2） ユニバーサルサービ ス 料

料金額月額　 3 円（ 税込 3.3 円）

（ 3） 基本機能使用料

1．  短縮ダイ ヤル機能

音声通信番号又は契約者回線等の電話番号等を 短縮し た数字（ 以下「 短縮数字」 と いいま す。） を 利用し てダイ

ヤル発信さ せる 機能をいいま す。

（ 適 用）

ひかり de ト ーク （ S） 契約者に限り 提供し ま す。

当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

（ 4） 付加機能使用料

1． 限定通信機能

利用者が予め指定し た地域のみ通信を 行う こ と ができ る 機能をいいま す。

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者が、 当該ひかり de ト ーク （ S） 契約において、 その端末回線を 指定する と き

に限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 １ 端末回線ごと に、 １ 機能を提供し ま す。

（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

2． 発着信専用機能

あら かじ め指定し た端末回線について発信専用又は着信専用と する 機能を いいま す。

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者が、 当該ひかり de ト ーク （ S） 契約において、 その端末回線を 指定する と き に

限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） については１ 端末回線ご と に、 １ 機能を 提供し ま す。
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（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろ によ り ま す。

3． 発信電気通信番号非通知機能

あら かじ め指定し た端末回線から 行う 通信（ 当社が別に定める 方法によ り 行う 通信を 除き ま す。） について、 その音

声通信番号を 着信先の端末回線又は契約者回 線等へ通知し ないよ う にする 機能をいいま す。

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者が、 当該ひかり de ト ーク （ S） 契約において、 その端末回線を 指定する と き に

限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） については１ 端末回線ご と に、 １ 機能を提供し ま す。

（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

4． 発信電気通信番号表示機能

ひかり de ト ーク （ S） 契約者の端末回線へ通知さ れる 発信電気通信番号等（ 発信に係る 電話番号等（ 音声通信番号

を 含みま す。 以下同じ と し ま す。） その他当社及び協定事業者が別に定める 番号を いいま す。 以下同じ と し ま す。）

を 受信する こ と ができ る 機能を いいま す。

料金額（ 1 契約ごと に月額）　 ４ ０ ０ 円（ 税込 440 円）

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者に限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） については１ 端末回線ご と に、 １ 機能を提供し ま す。

（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

5． 通信中着信機能

利用者があ ら かじ め指定し た端末回線について、 その回線が通信中であ る 場合に他から 着信があ る こ と を 知ら せ、

その端末回線に接続さ れている 端末設備のフ ッ ク ボタ ン 等の操作によ り 、 通信中の通信を 保留にし 、 その着信に応

答し て通信を 行った後、 再び保留中の通信を行う こ と ができ る よ う にする 機能を いいま す。

料金額（ 1 契約ごと に月額）　 ３ ０ ０ 円（ 税込 330 円）

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者に限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 １ 契約ごと に、 １ 機能を 提供し ま す。

（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

6． 自動着信転送機能

利用者があ ら かじ め指定し た端末回線について、 その回線に着信する 通信を 自動的に端末設備のフ ッ ク ボタ ン 等の

操作によ り 、 他の端末回線又は契約者回線等へ転送する 機能をいいま す。

料金額（ 1 契約ごと に月額）　 ５ ０ ０ 円（ 税込 550 円）

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者に限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） については１ 契約ご と に、 １ 機能を 提供し ま す。

（ 3） こ の機能に係る 通話等については、 発信者から こ の機能を 利用し ている 端末回線への通信と 、 その端末回線

から 転送先の端末回線又は契約者回線等への通信の２ の通信と し て取扱いま す。 こ の場合の通信時間につい

ては、 転送先に転送し て通信ができ る 状態と なっ た時刻に双方の通信ができ る 状態になっ たも のと  し て測定

する こ と と し ま す。

（ 4） 当社は、 こ の機能を利用する 場合において、 転送が２ 回以上にわたる 等通常と 異なる 利用態様と なる  と き は、

通信品質を保証し ないこ と があり ま す。

（ 5） 当社は、 こ の機能に係る 転送先から その転送さ れる 通信について、 間違い通信であ る ため、 その転送が行わ

れないよ う にし てほし い旨の申出があ る 場合であ っ て当社が必要と 認める と き は、 その転送を 中止する こ と

があり ま す。

（ 6） 転送方法等当該機能に係る 細目事項は、 当社が別に定める と こ ろによ り ま す。

 7． 迷惑通信おこ と わり 機能

利用者があら かじ め指定し た端末回線について、 迷惑通信を 防止し たい旨の申出があった場合に、 登録応答装置（ そ

のひかり de ト ーク （ S） 契約者が指定し た電話番号等（ 当社が別に定める も のに限り ま す。） を 登録し 、 その登録さ

れた電話番号等から の以後の着信に対し ておこ と わり する 旨の案内を 自動的に行う ために、 ひかり de ト ーク （ S）

取扱所に設置さ れる 装置をいいま す｡） を利用し て提供する 機能を いいま す。

料金額（ 1 契約ごと に月額）　 ６ ０ ０ 円（ 税込 660 円）

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者に限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 1 契約ごと に、 １ 機能を提供し ま す。
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（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろ によ り ま す。

8． 発信電気通信番号通知要請機能

利用者があ ら かじ め指定し た端末回線について、 その回線へ発信電気通信番号等が通知さ れない通信（ 通信の発信

に先立ち、「 184」 を ダイ ヤルし て行う 通信又は発信電気通信番号非通知機能の提供を 受けている 契約者回線等又は

その他の電気通信回線から 行う 通信（ 当社が別に定める 方法によ り 行う 通信を 除き ま す。） その他発信者がその発信

電気通信番号等を 通知し ない通信に限り ま す。） に対し て、 その発信電気通信番号等を 通知し てかけ直し てほし い旨

の案内によ り 自動的に応答する 機能をいいま す。

料金額（ 1 契約ご と に月額）　 ２ ０ ０ 円（ 税込 220 円）

備考

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） 契約者に限り 提供し ま す。

（ 2） 当社は、 １ 端末回線ごと に、 １ 機能を 提供し ま す。

（ 3） 前二項のほか当該機能に係る 細目事項については、 当社が別に定める と こ ろ によ り ま す。  

第２ 　 通信料金

1． 通信料金の適用については、 第 28 条 ( 通信料金の支払い義務 ) の規定によ る ほか、 次のと おり と し ま す。

（ 1） 料金額の設定

通信料金の料金額は、 当社の提供区間と 協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間を 併せて、 当社が

１ のも のと し て定めま す。

ただし 、ひかり de ト ーク （ S） に係る 音声通信のう ち、他社音声通信（ 別に定める 協定事業者の電気通信サー

ビ ス に係る も のを いいま す。 以下同じ と し ま す。） についてはこ の限り であり ま せん。 こ の場合において、 当

該他社音声通信の取扱いについては、 その協定事業者の契約約款に定める も のと し ま す。

（ 2） 音声通信の種類

音声通信には次の種類があり ま す。

（ 1） 国内通信　 (2) 以外の音声通信

（ 2） 国際通信

ア． 本邦から 外国への音声通信

イ ． 本邦から 発信し 、 特定衛星携帯端末（ イ ン マルサッ ト シス テム に係る 移動地球局及び当社が別に定

める 衛星電話シス テム に係る 衛星携帯端末を いいま す。 以下同じ と し ま す。） に着信する 音声通信

国内通信には次の種類があり ま す。

（ 1） オン ネッ ト 通信

ア． 端末回線相互間の音声通信

イ ． 端末回線から 発信し 、 ソ フ ト バンク Ｂ Ｂ 株式会社に係る 契約者回線等に着信する 音声通信。

ウ ． 特定役務提供事業者のＩ Ｐ 電話サービ ス 契約約款に規定する 専用契約者回線等又は端末回線に着信する

音声通信

（ 2） オフ ネッ ト 通信

端末回線から 発信する (1) オンネッ ト 通信以外の音声通信

（ 3） 区域内通信、 隣接区域内通信及び区域外通信の適用

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） に係る 国内通信について、 次のと おり 区分し ま す。

・ 区域内通信

同一の単位料金区域（ 特定役務提供事業者の電話サービ ス 等契約約款に規定する 単位料金区域を いいま す。

以下同じ と し ま す。） 内に終始する 通信

・ 隣接区域内通信

１ の単位料金区域内から 、 その単位料金区域と 隣接する 単位料金区域への通信

・ 区域外通信

区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信

（ 4） 通信時間の測定等

ア． 通信時間は、 着信者が発信者の呼び出し 信号に対し て応答し たこ と を 示す応答信号を 受信し た時刻から

起算し 、 発信者又は着信者によ る 送受話器を かける 等 の通信終了信号を 受信し た時刻ま での経過時間と し 、

当社の機器によ り 測定し ま す。

イ ． 次の時間は、 アの通信時間には含みま せん。

・ 回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによ ら ない理由によ り 、 音声通信の途中に一時音声通信

ができ なかっ た時間

39



・ 回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責めによ ら ない理由によ り 、 音声通信を打ち切っ たと き は、 そ

の音声通信ごと に適用さ れる 料金表に規定する 秒数に満たない端数の通信時間

ウ ． 当社は、 アの規定にかかわら ず、 オン ネッ ト 通信に係る 通信時間については測定し ないも のと し ま す。

（ 5） 当社の機器の故障によ り 通信時間が正し く 算定でき なかった場合の料金の取扱い

ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 通信料金について、 当社の機器の故障等によ り 正し く 算定する こ と ができ

なかっ た場合は、 次の方法によ り 算定し た料金額の 支払いを 要し ま す。 こ の場合において、 特別の事情があ

る と き は、 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者と 協議し 、 その事情を参酌する も のと し ま す。

・ 過去１ 年間の実績を 把握する こ と ができ る 場合

機器の故障等によ り 正し く 算定する こ と ができ なかっ た日の初日（ 初日が確定でき ないと き にあっ ては、種々

の事情を 総合的に判断し て機器の故障等があったと 認めら れる 日） の属する 料金月の前 12 料金月の各料金月

における １ 日平均の通信料金が最低と なる 値に、 算定でき なかっ た期間の日数を乗じ て得た額

・ 上記（ 過去 1 年間の実績を把握する こ と ができ る ） 以外

把握可能な実績に基づいて当社が別に定める 方法によ り 算出し た１ 日平均の通信料金が最低と なる 値に、 算

定でき なかった期間の日数を乗じ て得た額

（ 6） 通信料金の計算方法

当社は、 音声通信に係る 通信料金については、 通信時間に基づいて計算し ま す。

（ 7） 第２ 種移動体電話設備へ着信する オフ ネッ ト 通信に係る 通信料金の適用

第２ 種移動体電話設備へ着信する オフ ネッ ト 通信に係る 通信料金については、 前項の規定にかかわら ず、 １

の音声通信ごと の料金額と 一定の通信時間ごと の料金 額を合計し た料金額を適用し ま す。

（ 8） 国内コ レ ク ト コ ール機能等を利用し た国内通信における 料金額

（ ア） 国内コ レ ク ト コ ール機能又は国内コ レ ク ト コ ール S 機能を利用し て行っ た国内通信の料金額は、 こ の機

能において指定し た端末回線に係る も のを 適用し ま す。 こ の場合、 2.(1 ) に規定する オン ネッ ト 通信について、

ウ の規定は「 特定役務提供事業者の IP 電話サービ ス 契約約款に規定する 専用契約者回線等又は端末か回線か

ら 発信し 、 端末回線に着信する 音声通信」 と 読み替え、 オフ ネッ ト 通信について、「 端末回線から 発信する 」

と ある のは「 端末回線に着信する 」 と 読み替える も のと し ま す。

（ イ ） 利用者は、 国内コ レ ク ト コ ール機能等を 利用し て公衆電話設備等から 国内通信を 行う こ と ができ ま す。

公衆電話設備等から 国内コ レ ク ト コ ール機能等を 利用し て行っ た国内通信の料金額については、 アの規定に

かかわら ず、 特定役務提供事業者の電話サービ ス 等契約約款に規定する 第１ 種中継電話サービ ス 等に係る 通

話料金額を適用し ま す。

（ 9） 全時間帯における 指定音声通信に係る 通信料金の取り 扱いの適用

（ 商品名： ホワ イ ト コ ール２ ４ ）

ア． 当社は、 ひかり de ト ーク （ S） 契約者の申出によ り 、 全時間帯における 指定音声通信に係る 通信料金の

取扱い（ 以下「 ホワ イ ト コ ール２ ４ 」 と いいま す。） を行いま す。

イ ． ホ ワ イ ト コ ール２ ４ と は、 次に定める 要件を 満たすこ と を 条件に、 １ の契約のみに、 全時間帯における

ソ フ ト バンク 株式会社の特定第１ 種移動体電話設備（ 旧ワ イ モバイ ル株式会社に係る も のを除き ま す。） に着

信する 国内通信（ 以下こ の欄において「 指定音声通信」 と いいま す。） について、 第２ 通信料金の規定にかか

わら ず、 その通信料金の支払いを要し ないこ と と する こ と を いいま す。

（ ア） ひかり de ト ーク （ S） 契約者又はその親族等（ 当社が別に定める 基準を 満たす者に限り ま す。） が、

ソ フ ト バン ク モバイ ル株式会社の別に定める 電気通信サービ ス に係る 契約を 締結し、 別に定める 割引の適

用を 受ける こ と 。

（ イ ） ひかり de ト ーク （ S） 契約者又はその親族等（ 当社が別に定める 基準を 満たす者に限り ま す。） が、

１ 契約について（ ア） の規定を 満たすソ フ ト バン ク 株式会社の携帯電話サービ ス に係る 契約者回線（ 旧ワ

イ モバイ ル株式会社に係る も のを 除き ま す。） を 、 １ 以上登録する こ と 。

ウ ．ホワ イ ト コ ール２ ４ は、通信の料金明細内訳を記録し ている ひかり de ト ーク（ S）契約者の端末回線に限り 、

提供を受ける こ と ができ ま す。

エ． ホ ワ イ ト コ ール２ ４ の適用の対象と なる 音声通信は、 次の付加機能を 利用し た音声通信以外のも のに限

り ま す。

（ ア） 自動着信転送機能を 利用し て行った端末回線から の転送先への音声通信

オ． ホワ イ ト コ ール２ ４ の適用を開始する 場合においては、 その申込の承諾を受けた日（ 申込の承諾を受けた

日にひかり de ト ーク （ S） の提供が開始さ れていない場合は、 その提供開始日の前日と し ま す。） を含む料金月

の翌料金月（ ひかり de ト ーク （ S） 契約者から 特に要請があり 、 当社の業務の遂行上支障がないと き は、 その

請求のあった日の属する 料金月の当社が指定する 日） から 開始する こ と と し 、 その次料金月以降において も ひ
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かり de ト ーク （ S） 契約者から 終了の申込みがない限り 、 従前と 同様の条件によ り 、 継続する も のと し ま す。

ホワ イ ト コ ール２ ４ の終了の申込みがあった場合は、 その終了の申込日を 含む料金月の末日（ ひかり de ト ー

ク （ S） 契約者から 特に要請があり 、 当社の業務上支障がないと き は、 その請求のあっ た日） ま で、 そのホワ

イ ト コ ール２ ４ を適用し ま す。

カ． ひかり de ト ーク （ S） 契約者は、 イ （ イ ） の規定によ り 登録し た契約者回線を、 イ に規定する 要件を 満

たす場合において変更する こ と ができ ま す。

キ． 次のいずれかの場合にはそのホワ イ ト コ ール２ ４ は終了し たも のと し て取り 扱いま す。

（ ア） ホワ イ ト コ ール２ ４ の取扱いを 受けている ひかり de ト ーク （ S） 契約者のひかり de ト ーク （ S） 契約

の解除があっ たと き 。

（ イ ） イ に規定する 要件を 満たさ なく なったと き 。

料金額

（ 1） 国内通信に係る も の

ア． オフ ネッ ト 通信に係る も の

オンネッ ト 通信以外のも の

ひかり de ト ーク S に係る も の

区 分 料金額 180.0 秒ま でご と に

区域内通信 7.99 円 ( 税込 8.789 円 )

隣接区域内通信 7.99 円 ( 税込 8.789 円 )

区域外通信 7.99 円 ( 税込 8.789 円 )

イ ． 移動体電話設備への着信に係る も の

① 第１ 種移動体電話設備への着信に係る も の

ひかり de ト ーク S に係る も の

時間帯 料金額 60.0 秒ま でご と に

午前 8 時から 午後 11 時ま で 25 円 ( 税込 27.5 円 )

・ 午前 0 時から 午前 8 時

・ 午後 11 時から 午後 12 時
20 円 ( 税込 22 円 )

（ 備考）

別に定める 電気通信事業者の契約約款に規定する 付加機能を利用する こ と によ り 特定Ｉ Ｐ 電話設備（ 協定事業者が設置

する 電気通信設備であっ て、 電気通信番号規則第 10 条第１ 項第２ 号に規定する 電気通信番号によ り 識別さ れる 電気通

信設備に限り ま す。 以下同じ と し ま す。） に着信する 通信については、 こ の欄に規定する 通信料金を適用し ま す。

② 第２ 種移動体電話設備への着信に係る も の

料金

1 音声通話ご と に 10 円 ( 税込 11 円 )

60.0 秒ま でご と に 10 円 ( 税込 11 円 )

ウ ． 特定Ｉ Ｐ 電話設備への着信に係る も の

ひかり de ト ーク （ S） に係る も の

（ 料金額　 180.0 秒ま でごと に）

７ ．９ ９ 円（ 税込 8.789 円 )

（ 2） 国際通信に係る も の

地域区分料金額

（ １ 分ま でご と に。 ただし 、 アメ リ カ合衆国及びハワ イ については、 ３ 分ま でご と と 読み替えて適用し ま す。）
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アイ ス ラ ンド 共和国 31

アイ ルラ ンド  23

アゼルバイ ジャ ン共和国 72

アセンショ ン島 80

アゾレス 諸島 60

アフガニス タ ン・ イ ス ラ ム共和国 76

アメ リ カ合衆国 7.99

アラ ブ首長国連邦 55

アルジェ リ ア民主人民共和国 47

アルゼンチン共和国 55

アルバ 64

アルバニア共和国 47

アルメ ニア共和国 71

アンギラ  84

アンゴラ 共和国 48

アンティ グア・ バーブーダ 80

アンド ラ 公国 24

イ エメ ン共和国 84

イ ス ラ エル国 31

イ タ リ ア共和国 23

イ ラ ク 共和国 84

イ ラ ン・ イ ス ラ ム共和国 84

イ ンド  84

イ ンド ネシア共和国 48

ウ ガンダ共和国 55

ウ ク ラ イ ナ 55

ウ ズベキス タ ン共和国 71

ウ ルグアイ 東方共和国 63

英領バージン諸島 56

エク アド ル共和国 63

エジプト ・ アラ ブ共和国 80

エス ト ニア共和国 39

エチオピア連邦民主共和国 80

エリ ト リ ア国 80

エルサルバド ル共和国 47

オース ト ラ リ ア連邦 23

オース ト リ ア共和国 31

オマーン国 84

オラ ンダ王国 オラ ンダ王国 45

オラ ンダ領アンティ ル 39

ガーナ共和国 72

カーボヴェ ルデ共和国 80

ガイ アナ協同共和国 84

カザフス タ ン共和国 72

カタ ール国 84

カナダ 12

カナリ ー諸島 31

ガボン共和国 72

カメ ルーン共和国 80

ガンビア共和国 71

カンボジア王国 48

ギニア共和国 72

ギニアビサウ 共和国 72

キプロ ス 共和国 47

キュ ーバ共和国 84

ギリ シャ 共和国 39

キリ バス 共和国 52

キルギス 共和国 72

グアテマラ 共和国 55

グアド ループ島 80

グアム 20

ク ウ ェ ート 国 84

ク ッ ク 諸島 52

グリ ーンラ ンド  55

ク リ ス マス 島 44

グルジア 71

グレート ブリ テン・ 北アイ ルラ ンド 連合王国 23

グレナダ 84

ク ロ アチア共和国 55

ケイ マン諸島 72

ケニア共和国 79

コ ート ジボワ ール共和国 80

コ コ ス 諸島 44

コ ス タ リ カ共和国 39

コ ソ ボ 55

コ モロ 連合 80

コ ロ ンビア共和国 47

コ ンゴ共和国 71

コ ンゴ民主共和国 80

サイ パン 31

サウ ジアラ ビア王国 84

サモア独立国 サモア独立国 46

サント メ ・ プリ ンシペ民主共和国 80

ザンビア共和国 71

サンピエール島・ ミ ク ロ ン島 52

サンマリ ノ 共和国 64

シエラ レオネ共和国 80

ジブチ共和国 80

ジブラ ルタ ル 47

ジャ マイ カ 79

シリ ア・ アラ ブ共和国 84

シンガポール共和国 31

ジンバブエ共和国 72

ス イ ス 連邦 23

ス ウ ェ ーデン王国 23

ス ーダン共和国 71

ス ペイ ン 31

ス ペイ ン領北アフリ カ 31

ス リ ナム共和国 84

ス リ ラ ンカ民主社会主義共和国 76

ス ロ バキア共和国 47

ス ロ ベニア共和国 47

ス ワ ジラ ンド 王国 47

セーシェ ル共和国 96

赤道ギニア共和国 72

セネガル共和国 80

セルビア共和国 55

セント ク リ ス ト ファ ー・ ネーヴィ ス  80

セント ビンセント ・ グレナディ ーン諸島 84

セント へレナ島 80

セント ルシア 84

ソ マリ ア民主共和国 72

ソ ロ モン諸島 52

タ ーク ス ・ カイ コ ス 諸島 56

タ イ 王国 48

大韓民国 31

大リ ビア・ アラ ブ社会主義人民ジャ マーヒ リ ーヤ国 72

台湾 31

タ ジキス タ ン共和国 63

タ ンザニア連合共和国 80

チェ コ 共和国 47

チャ ド 共和国 72
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中央アフリ カ共和国 72

中華人民共和国 中華人民共和国 32

チュ ニジア共和国 71

朝鮮民主主義人民共和国 44

チリ 共和国 39

ツバル 52

ディ エゴ・ ガルシア 48

デンマーク 王国 31

ド イ ツ連邦共和国 23

ト ーゴ共和国 79

ト ケラ ウ 諸島 52

ド ミ ニカ共和国 39

ド ミ ニカ国 71

ト リ ニダード ・ ト バゴ共和国 56

ト ルク メ ニス タ ン 64

ト ルコ 共和国 47

ト ンガ王国 52

ナイ ジェ リ ア連邦共和国 80

ナウ ル共和国 52

ナミ ビア共和国 80

ニウ エ 52

ニカラ グア共和国 56

ニジェ ール共和国 71

ニュ ーカレド ニア 52

ニュ ージーラ ンド  28

ネパール連邦民主共和国 76

ノ ーフォ ーク 島 52

ノ ルウ ェ ー王国 23

バーレーン王国 80

ハイ チ共和国 79

パキス タ ン・ イ ス ラ ム共和国 72

バチカン市国 90

パナマ共和国 56

バヌ アツ共和国 52

バハマ国 39

パプアニュ ーギニア独立国 52

バミ ュ ーダ島 52

パラ オ共和国 47

パラ グアイ 共和国 63

バルバド ス  80

ハワ イ  7.99

ハンガリ ー共和国 39

バングラ ディ シュ 人民共和国 72

東ティ モール民主共和国 東ティ モール民主共和国 48

フィ ジー諸島共和国 52

フィ リ ピン共和国 40

フィ ンラ ンド 共和国 23

ブータ ン王国 72

プエルト リ コ  40

フェ ロ ー諸島 64

フォ ーク ラ ンド 諸島 56

ブラ ジル連邦共和国 32

フラ ンス 共和国 23

フラ ンス 領ギアナ 55

フラ ンス 領ポリ ネシア 52

ブルガリ ア共和国 55

ブルキナファ ソ  80

ブルネイ ・ ダルサラ ーム国 48

ブルンジ共和国 71

米領サモア 52

米領バージン諸島 22

ベト ナム社会主義共和国 48

ベナン共和国 80

ベネズエラ ・ ボリ バル共和国 55

ベラ ルーシ共和国 64

ベリ ーズ 56

ペルー共和国 56

ベルギー王国 23

ポーラ ンド 共和国 44

ボス ニア・ ヘルツェ ゴビナ 64

ボツワ ナ共和国 80

ボリ ビア共和国 56

ポルト ガル共和国 39

香港特別行政区 31

ホンジュ ラ ス 共和国 56

マーシャ ル諸島共和国 52

マイ ヨ ッ ト 島 80

マカオ特別行政区 40

マケド ニア旧ユーゴス ラ ビア共和国 64

マダガス カル共和国 72

マディ ラ 諸島 90

マラ ウ イ 共和国 71

マリ 共和国 47

マルタ 共和国 48

マルチニーク 島 56

マレーシア マレーシア 49

ミ ク ロ ネシア連邦 52

南アフリ カ共和国 76

ミ ャ ンマー連邦 48

メ キシコ 合衆国 39

モーリ シャ ス 共和国 72

モーリ タ ニア・ イ ス ラ ム共和国 80

モザンビーク 共和国 80

モナコ 公国 24

モルディ ブ共和国 72

モルド バ共和国 64

モロ ッ コ 王国 72

モンゴル国 48

モンセラ ッ ト  80

モンテネグロ  55

ヨ ルダン・ ハシェ ミ ッ ト 王国 79

ラ オス 人民民主共和国 48

ラ ト ビア共和国 64

リ ト アニア共和国 64

リ ヒ テンシュ タ イ ン公国 31

リ ベリ ア共和国 79

ルーマニア 63

ルク センブルク 大公国 39

ルワ ンダ共和国 80

レソ ト 王国 72

レバノ ン共和国 80

レユニオン 72

ロ シア連邦 47

ワ リ ス ・ フテュ ナ諸島 220

特定衛星携帯２  380

特定衛星携帯３  380

特定衛星携帯４  280

特定衛星携帯５  270

特定衛星携帯６  530 

第２ 表 料金

工事費（ 附帯サービ ス に関する も のを除き ま す。）
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1． 適用

ひかり de ト ーク （ S） に関する 工事費の適用については、 第 29 条（ 工事費の支払義務） の規定によ る ほか、 次のと

おり と し ま す。

（ 1） 工事費の算定

工事費は、 工事を 要する こ と と なる ひかり de ト ーク （ S） 取扱所の交換機操作台等において行う １ の工事ご

と に算定し ま す。

（ 2） 工事の適用区分

ひかり de ト ーク （ S） に係る 工事の区分は次のと おり と し ま す。

2． ① 端末回線の設置に係る 工事

端末回線の設置の場合に適用し ま す。

② ひかり de ト ーク （ S） の利用の一時中断に係る 工事

ひかり de ト ーク （ S） の利用の一時中断の場合に適用し ま す。

③ 利用の一時中断をし たひかり de ト ーク （ S） の再利用に係る 工事

ひかり de ト ーク （ S） の利用の一時中断の再利用の場合に適用し ま す。

④ ひかり de ト ーク （ S） 契約の解除に係る 工事

ひかり de ト ーク （ S） 契約の解除の場合に適用し ま す。

⑤ 番号ポータ ビ リ ティ に係る 工事

端末回線の設置の場合を除き 、 一般番号ポータ ビ リ ティ に係る 工事を行う 場合に適用し ま す。

（ 3） 複数の付加機能を同時に利用し ている 場合の工事費の適用

当社は、 ひかり de ト ーク （ S） に係る 付加機能について、 料金表第１ 表第１ （ 料金） に規定する 複数の付加

機能を 同時に利用し ている 場合の工事費の額については、 ２ （ 工事費の額） の規定にかかわら ず、 １ の指定

付加機能の組み合わせごと に 1,000 円（ 税込 1,100 円） と し ま す。

3． 工事費の額

（ 1） ひかり de ト ーク （ S） に係る も の

（ 工事費の種別）

① 端末回線の設置に係る 工事 )

料金額（ 1 契約ごと に）　 5， 0 ０ ０ 円（ 税込 5,500 円）

② ひかり de ト ーク （ S） の利用の一時中断に係る 工事

料金額（ 1 契約ごと に）　 １ ，０ ０ ０ 円（ 税込 1,100 円）

③ ひかり de ト ーク （ S） 契約の解除に係る 工事

料金額（ 1 契約ごと に）　 3， ０ ０ ０ 円（ 税込 3,300 円）

④ 番号ポータ ビ リ ティ に係る 工事

料金額（ 1 音声通信番号ご と に）　 １ ，５ ０ ０ 円（ 税込 1,650 円）

備考

ひかり de ト ーク（ S）の利用の一時中断に関する 工事に係る 取扱所内工事費については、再利用に係る ひかり de ト ー

ク （ S） 取扱所内工事費を含むも のと し  ま す。

（ 2） 基本機能及び付加機能に係る も の

基本機能及び付加機能の利用開始に関する 工事

1． 発信電気通信番号表示機能

料金額（ 1 工事ごと に）　 １ ，０ ０ ０ 円（ 税込 1,100 円）

2． 迷惑通信おこ と わり 機能

料金額（ 1 工事ごと に）　 １ ，０ ０ ０ 円（ 税込 1,100 円）

3． 発信電気通信番号通知要請機能

料金額（ 1 工事ごと に）　 １ ，０ ０ ０ 円（ 税込 1,100 円）

附則

こ の料金表は、 平成 30 年 7 月 1 日よ り 適用し ま す。

別紙　 他の電気通信事業者と の利用契約の締結に係る 協定事業者等

（ 事業者の名称）

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株式会社

（ 契約の種類）

カテゴリ ーⅢに係る 第２ 種一般電話等契約
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（ 契約約款の名称）

電話サービ ス 等契約約款

 ケーブルプラ ス電話サービス提供に伴う 設備の設置及び請求等に関する契約約款

株式会社テレ ビ 津山（ 以下「 当社」 と いいま す。） と 、 KDDI 株式会社およ び JCOM 株式会社（ 以下あ わせて「 KDDI

等」 と いいま す。） のケーブルプラ ス 電話サービ ス 契約約款（ 以下ケーブルプラ ス 電話約款と いいま す。） https://w w w .

jcom .co.jp/corporate/about/com pany/yakkann/pdf/cableplus.pdf を 承諾し 、 JCOM 株式会社（ 以下「 JCOM」　 ただし 、

電話番号の設定およ び緊急通報（ 110/118/119） については KDDI 株式会社（ 以下 KDDI） から 当社を 介し てケーブル

プラ ス 電話サービ ス （ 以下「 ケーブルプラ ス 電話」 と いいま す。） の提供を受ける 者（ 以下「 契約者」 と いいま す。） と

の間に締結さ れる 契約（ 以下「 契約」 と いいま す。） は、 次の条項によ る も のと し ま す。

（ 当社のサービ ス ）

第 1 条

当社は、 ケ ーブルプラ ス 電話サービ ス に関し 必要な事項を 定め、 契約者と の間における 設備の設置、 料金の請求等

並びに当社およ び KDDI 等（ 以下あわせて「 当社等」 と いいま す。） がホーム ページその他の手段によ り お知ら せす

る 利用条件等に関する 事項は、 こ の約款の定める と こ ろ によ る も のと し ま す。

（ 約款の変更）

第 2 条

当社は、 こ の約款を 変更する こ と があり ま す。 こ の場合には、 料金その他のサービ ス の提供条件は、 変更後の約款

によ り ま す。

2． 当社が別に定める こ と と し ている 事項については、 随時変更する こ と があり ま す。

（ 契約の成立）

第 3 条

当社所定の工事を 申し 込む者が、あら かじ めこ の約款を 承認し 、別に定める 当社所定の申込書に所要事項を記入の上、

当社に対し 当社所定の工事を 申し 込み、 当社がこ れを 承諾し た時に、 当社と 当該申込者と の間で、 こ の約款を 契約

内容と する 工事に関する 契約が成立し ま す。

2． 当社は、前項の規定にかかわら ず、次の各号のいずれかに該当する 場合には、申込みを承諾し ないこ と があり ま す。

（ 1） 電話接続回線を設置し 、 又は保守する こ と が技術上困難なと き 。

（ 2） 申込みを し た者が、 工事に関する 費用その他当社に対する 支払を怠る おそれがある と き 。

（ 3） その他当社の業務の遂行上支障がある と き 。

（ 4） ケーブルプラ ス 電話サービ ス を 利用し よ う と する 住所が、 ケ ーブルプラ ス 電話サービ ス 提供対象外の地域で

ある と き 。

（ 設備の設置）

第 4 条

契約者は、 ケーブルプラ ス 電話への申込みを し たこ と を も っ て、 当社が、 ケ ーブルプラ ス 電話に必要と なる 設備の

設置等を 実施する こ と を 承認し たも のと し ま す。 こ の場合において、 その工事及び保守等は、 当社指定の機器、 工

法など によ り 、 すべて当社又は当社の指定する 業者が行う も のと し ま す。 なお、 終端装置等は当社が提供し 、 その

所有権は当社に帰属し ま す。

2． 設備の設置等及び保守の工事を行う ために必要がある と き は、 契約者の承諾を得て、 契約者が所有又は占有する

敷地、 家屋、 構築物等に立ち入り 、 電気、 水等を 無償で使用でき る も のと し ま す。 こ の場合において、 地主、 家主

その他利害関係人のあ る と き は、 契約者はあ ら かじ め当該利害関係人の承諾を 得ておく も のと し、 利害関係人と の

交渉に関し て責任を負う も のと し ま す。

3． 契約者は、 電話接続回線の終端のある 構内（ こ れに準ずる 区域内を 含みま す。） 又は建物内において、 当社の電

気通信設備を 設置する ために構内交換機や管路等の特別な設備を 使用する こ と を 希望する と き は、 自己の負担によ

り その特別な設備を設置し ていただき ま す。

4． 共同住宅など の共聴施設によ り 契約者がサービ ス を受ける 場合は、 別途協議する も のと し ま す。

5． 契約者は、 当社等が提供し た終端装置を移動し 、 取り 外し 、 変更し 、 分解し 、 若し く は損壊し 、 又は線条その他

の導体を接続する こ と はでき ま せん。

（ KDDI 等の提供サービ ス に係る 債権の譲渡等）

第 5 条
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